
島田掛川信用金庫の現況
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静岡県掛川市亀の甲二丁目203

2,053百万円

53,570名

742名

49店舗

掛川市、菊川市、榛原郡、牧之原市、御前崎市、
島田市、藤枝市、焼津市、静岡市（旧庵原郡蒲原町を除く）、
袋井市、磐田市、周智郡、浜松市（天竜区を除く）

設　　　立

本店所在地

出　資　金

会　員　数

常勤役職員数

店　舗　数

営 業 地 区

当金庫の概要（2022年3月31日現在）

私たち島田掛川信用金庫役職員一同は、この庫是を指針として、経営理念
の実現に努めてまいります。

道徳（人として守るべきこと）、仁義（人が定めた法律、規則・規律等）
を根幹として公利（地域社会、会員等の利益）を優先し、私利（金庫、
役職員の利益）は結果であるという考えです。
※当金庫の創始者である岡田良一郎が職を辞する際に残した言葉です。

お客さまと共に金庫も栄え
  明るい職場と幸福な家庭をつくる

道徳を根とし  仁義を幹とし
 公利を花とし  私利を実とす

経営
理念

庫 是
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Shimada Kakegawa Shinkin Bank 2022

ご挨拶

理事長会　長

　みなさまには平素より島田掛川信用金庫に対しまして格別なるご支援とご愛顧を賜り、心より厚くお礼申し上げます。

　本年も当金庫の業績等を取り纏めた「ディスクロージャー誌2022 島田掛川信用金庫の現況」を作成いたしました。本誌を

ご高覧いただき、当金庫の経営内容等について、ご理解を一層深めていただければ幸いに存じます。

　令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないまま、社会も経済も不安定な状況のなかでスタートしました。

このような環境にあって、政府や自治体による給付金などの政策、テレワークやキャッシュレス取引の進展、行動制限の段階

的な緩和等により、厳しい環境も徐々に回復の兆しが見えてきました。しかし、2月下旬に起こったロシアのウクライナ侵攻

によって、回復シナリオは一変し、先行きに対する不確実性が再び高まり、石油や穀物、資材等が値上がりし、不景気と物価

上昇が共存するスタグフレーションも懸念される状況です。

　地域経済においても、一部では回復がみられるものの、自粛要請の影響を受けた観光業、飲食業、宿泊業等の雇用、所得、

消費におけるダメージは大きく、依然厳しい状況が続いています。

　こうした情勢の下、当金庫はコロナの影響を受けた地域社会を支えるため、コンサルティング機能を発揮し、付加価値向

上への取組を実践してまいりました。

　令和3年度は「ものづくり補助金」に加え「事業再構築補助金」の申請支援にも積極的に取り組み、62先の採択に携わるこ

とができました。また地方創生の一環として、地域の若者のUターン促進、地元企業の人材確保を目的に、自治体と共同で

「地元就職応援プロジェクト」を立ち上げました。この取組は企業、行政、金融機関の連携が特徴的であり、内閣府の「第1回

地方創生SDGs金融表彰」を受賞し、他の地域でも展開可能な先導的な取組として期待されています。

　

　業績面においては、中期経営計画に沿って業容は順調に推移しており、特に預金残高は計画を2年前倒して1兆円に到達

することができました。

　令和4年度も、私たち「島田掛川信用金庫」にしかできないことを役職員が総力をあげて、「日本最古の信金から、日本一新

しい取り組みを発信します。」のスローガンの下、地域の中小企業や個人のみなさまのご期待、ご信頼に沿うよう一層の努力

を重ねてまいります。何卒、倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

　令和４年7月
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最近5年間の主要な経営指標の推移

（千円）

（千円）

（千円）

（百万円）

　　（千口）

　　（人）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

　　（％）

（千円）

（円）

　　（人）

　　（人）

　　（人）

経常収益
経常利益
当期純利益
出資総額
出資総口数
会員数
純資産額
総資産額
預金積金残高
貸出金残高
有価証券残高
単体自己資本比率
出資に対する配当金
出資１口あたり配当金
役員数
　　　　 うち常勤役員数
職員数

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
5,412,251 

1,177,101 

711,596 

605 

12,108 

20,692 

41,023 

440,352 

395,538 

135,313 

213,889 

32.74 

18,093 

1.5 

13 

9 

337 

5,087,118 

736,334 

563,099 

599 

11,984 

20,475 

44,424 

452,556 

402,958 

126,532 

230,495 

31.84 

17,946 

1.5 

13 

9 

333 

15,263,791 

3,919,851 

2,704,494 

2,053 

41,071 

53,570 

54,619 

1,086,803 

1,025,128 

352,842 

547,205 

18.87 

61,446 

1.5 

22 

14 

728 

12,332,592 

1,802,319 

1,070,747 

2,133 

42,665 

56,839 

66,049 

999,672 

925,799 

328,359 

488,402 

19.93 

63,996 

1.5 

26 

18 

744 

12,615,552 

2,482,679 

1,720,595 

2,095 

41,911 

55,686 

67,296 

1,046,770 

972,017 

348,321 

545,832 

19.92 

62,866 

1.5 

26 

18 

729 

2021年度

　2年以上続く新型コロナウイルス感染症の影響により疲弊した地域経済を活性化すべく、地域金融機関として地域での存在感向上
を目指し、積極的に地域経済への円滑な資金供給に努め、コンサルティング機能の向上等に取り組んでまいりました。
　具体的には、本業支援ツール「経営者のみなさまへ」を活用した事業者の付加価値向上に向けた支援や、各市町や外部機関と連携
した課題解決支援を実践しました。また、人口減少などの地域課題解決に向けた取組として開始した「地元就職応援プロジェクト」の
拡大を進め、地方創生にも取り組みました。

（注）１．単体自己資本比率は、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づく告示に定められた算式に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採
用しております。

２．職員数には役員兼務職員は含まれていません。
３．記載金額等は単位未満を切り捨てて表示しております。
４．2017年度、2018年度の計数は、旧掛川信用金庫の数値を掲載しております。

2021年度の業績

当金庫の業績

251億円1兆

■預金積金残高

3,528億円

■貸出金残高

■預金積金残高　■貸出金残高（百万円）

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0
2019年度 2020年度 2021年度

1,025,128972,017925,799

328,359 348,321 352,842

34億円

■業務純益

39億円

■経常利益

27億円

■当期純利益

■業務純益　■経常利益　■当期純利益（百万円）

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2019年度 2020年度 2021年度

3,410

2,479

3,247

1,802

1,070

2,482

1,720

3,919

2,704
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単体自己資本比率

　自己資本比率は、運用している資産等のリスクに占める自己資本の割合で、金融機関の健全性を判断するうえで重要な指標であります。
　単体自己資本比率は18.87％となり、国内基準（4％）を大きく上回り、経営の健全性・安全性を十分に確保しております。

破産更生債権及び
これらに準ずる債権 

危険債権 

要管理債権

　  三月以上延滞債権

　  貸出条件緩和債権 

小計（Ａ）

正常債権（Ｂ）

総与信残高（A）+（B）

4,438 

4,367 

16,356 

15,590 

844 

767 

146 

349 

698 

418 

21,640 

20,725 

329,327 

334,623 

350,967 

355,349 

4,438 

4,367 

14,122 

13,747 

388 

497 

84 

308 

303 

188 

18,950 

18,612 

2,617 

2,580 

12,222 

11,765 

387 

495 

84 

308 

303 

187 

15,227 

14,842 

1,821 

1,787 

1,899 

1,981 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

3,722 

3,770 

開示残高（a） 保全額（b） 貸倒引当金（d）担保・保証等による
回収見込額（c）

保全率
（b）/（a）

引当率
（d）/（a－ｃ）区　分

2020年度

2020年度

2020年度

2020年度

2020年度

2020年度

2020年度

2020年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

2021年度

100.00

100.00

86.34

88.17

45.95

64.75

57.52

88.27

43.53

45.08

87.56

89.80

100.00

100.00

45.96

51.81

0.25

0.49

0.32

1.47

0.24

0.31

58.04

64.07

（単位：百万円）

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

信用金庫法開示債権（リスク管理債権）及び金融再生法開示債権の保全・引当状況

　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（金融再生法）及び信用金庫法上の「リスク管理債権」の開示に関する規定に基づき、
資産査定の結果を開示いたします。

18.87％
■自己資本比率

655億円

●自己資本額

（百万円） （％）

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2019年度 2020年度 2021年度

65,533
63,21361,537

18.87
19.92

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

■自己資本額 　　　自己資本比率

19.93

（注）１．

２．

３．
４．

５．

６．
７．
８．
９．

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権です。
「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。
「要管理債権」とは、信用金庫法上の「三月以上延滞債権」に該当する貸出金と「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金の合計額です。
「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない貸
出金です。
「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。
「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「要管理債権」以外の債権です。
「担保・保証等による回収見込額」（ｃ）は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
「貸倒引当金」（ｄ）には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払
金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。

自己資本額と自己資本比率の推移
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島田掛川信用金庫SDGs行動宣言

地方創生への取組

　当金庫が取り組む「Uターン・地元就職応
援プロジェクト」が「第1回地方創生SDGs
金融表彰」を受賞し、内閣府から表彰を受け
ました。人口減少など地域経済の存続に関
わる課題に対し、行政と金融機関が連携し、
若者の定住と就職を推進する先導的な取組
と評価されました。

　島田掛川信用金庫は、140年以上に渡り、金融に関する事業活動を通じて持
続可能な社会の実現に向けて貢献してきました。
　日本最古の信用金庫として、SDGsの理念に賛同し、今後も地域の課題解決
と地方創生に取り組んでまいります。

受賞を静岡県知事に報告しました
代表地方公共団体

協働応募団体

御前崎市

牧之原市 川根本町 吉田町藤枝市

内閣府「第1回地方創生SDGs金融表彰」受賞
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本業支援への取組

　当金庫はコンサルティング機能発揮の一環として、中小企業診断士・公認会計士・税理士等の外部専門家と連携し、
お客さまの本業支援や経営改善支援に取り組んでいます。

相談

補助金申請支援セミナー2022@オンラインを開催

連携

対応
支援

連携 連携

事業承継・Ｍ＆Ａ

各種補助金の活用

販路拡大

創業・新事業進出

経営計画の策定

情報化（DX化等）

マーケティング

人材育成・確保

SDGs取組支援

中小企業・
事業主の皆様

関東経済産業局
静岡県産業振興財団
静岡県商工会連合会
静岡県ものづくり支援センター
静岡大学
静岡県立大学
ポリテクセンター静岡
静岡県信用保証協会
静岡県中小企業団体中央会
東海税理士会
静岡県中小企業診断士協会
日本政策金融公庫
静岡県環境資源協会
静岡県事業承継・
引き継ぎ支援センター
ハローワーク
（島田・焼津・掛川・静岡・清水・磐田）
産業雇用安定センター
静岡県中小企業家同友会
静岡県よろず支援拠点
静岡県行政書士会
公益社団法人ふじのくに
地域・大学コンソーシアム

当金庫

外部専門家ネットワーク

島田市
産業支援センター
（おびサポ）

掛川経営相談会
（かけサポ）

　ものづくり補助金支援において、令和2年度・令和3年度の採択累計件数「全国信用金庫第1位」の当金庫職員から、
注目の補助金申請の“コツ”などを、オンラインにて地域中
小企業者のみなさまへセミナーを行いました。

1,015件令和3年度
おびサポ相談実績

相談内容

■販路拡大
■創業相談
■経営相談
■補助金
■人材確保
■新商品開発
■その他

463件
265件
120件
85件
27件
26件
29件

個別相談

45.6％

11.8％

26.1％

8.3％

2.7％ 2.9％2.6％
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　当金庫は、静岡県中東遠地区から中部地区を営業区域として、地元の中小企業者や住民が会員となり、お互いに
助け合い、発展していくことを共通の理念として運営されている相互扶助型の金融機関です。
　地元のお客さまからお預かりした大切な預金をもとに、地元のお客さまにご融資することで、事業や生活の繁栄を
お手伝いするとともに、地域社会の一員として地元中小企業者や住民との強い絆とネットワークを形成し、地域経済
の持続的発展に努めております。また、金融機能の提供にとどまらず、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広く
地域社会の活性化に積極的に取り組んでおります。

　お客さまからお預けいただいた預金積金は、様々なニーズに応え地域経
済の活性化に資するために、円滑な資金供給を行う形でお客さまや地域社
会に還元しております。

残高等の計数情報／38ページ

貸出金残高 352,842百万円

預金積金残高に対する
有価証券の割合 53.37％

有価証券の残高構成
（単位：百万円）

国債

地方債

社債

株式

投資信託

外国証券

その他の証券

113,836 

40,390 

72,397 

3,764 

172,091 

144,587 

137 

個人のお客さま 法人・事業主のお客さま 地方公共団体等

111,527 

10,740 

10,534 

132,801 

61,321

143,065

204,386

11,211 

4,443 

15,655 

住宅ローン

消費者ローン

その他

合計

設備資金

運転資金

合計

設備資金

運転資金

合計

（単位：百万円）

人格別・使途別残高構成

貸出金・支援サービス その他の運用

　当金庫の会員事業者を
対象として、研修会や視察
旅行等の実施に加え、ゴル
フコンペ等により親交を深
めております。　

会員事業者による懇親会

　女性を対象として、カル
チャー教室の開催や観劇旅
行等の活動をしています。

ひまわり会

　年金をお受け取りの方を
対象として、親睦旅行やグ
ラウンドゴルフ大会等、健
康的で楽しい行事を企画・
実施しています。

若やぎ会

運用額 547,205百万円

経営者協議会青年部会

　地域の若手経営者による
組織です。地区を5ブロック
に分けて講演会等の活動を
しています。

※計数はいずれも2022年3月末現在

▲

顧客ネットワークの構築
　地域のみなさまとのふれあいと、お客さま相互の親睦を図ることを目的として、お客さまで構成する会（外郭団体）を組織し、
様々な活動を当金庫が事務局として支援しております。今後も新しい生活様式の範囲内での活動を支援してまいります。
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▲

ふるさと応援隊の
　活動

▲

将棋王将戦への協賛

　「持続的な地域経済への貢献」
として、役職員で構成する「島田
掛川信用金庫ふるさと応援隊」を結成し、地域社
会の一員として相乗的な発展を目指し、新しい
生活様式を意識しながら、様々な活動に取り組
んでまいります。

活動事例

　新型コロナウイルスの影響により作業が
激減してしまった事業所（社会福祉法人）
のみなさま、校外実習ができなくなってしまった掛川特別支援学校の生
徒さんと、地元高校生・地場産業・地域企業と連携し、年金ふれあい
デーの贈答品「地元で栽培したブルーベリーの飴」を製作しました。
　年金ふれあいデーには掛川特別支援学校の生徒さんに、「飴」のプレ
ゼントをお手伝いいただきました。

▲
地域とつながる

　飴プロジェクト

・しまだ街中美化運動への参加
・県営吉田公園チューリップ
まつりに向けた球根の植え
付け作業
・フードドライブ事業への協力
・古紙回収事業への参加

勝利した藤井聡太竜王
直筆扇子

　令和4年1月9日、掛川城二の丸茶室にて行
われた将棋王将戦に、当金庫は平成23年より
協賛しています。

地元高校生

事業所（社会福祉法人）
地域企業 

事業所（社会福祉法人）
掛川特別支援学校

「高校生が紹介する
地元の一押しスポット」の
パッケージシールをデザイン

ブルーベリー飴の
材料調達・製造

飴・メッセージカードの袋詰め、
袋へのシール貼り

活動内容

掛川城

西富田ほたるの里

相良サンビーチ

バラの丘公園

蓮華寺池公園

掛川西高校

小笠高校

相良高校

島田樟誠高校

藤枝東高校
令和3年12月の年金ふれあいデーにて配布

しまだ大井川マラソン2019

高校生が紹介する地元の一押しスポット

社会的貢献活動
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『日本最古の信金から、
　日本一新しい取り組みを発信します。』

地域活性化への貢献／地方創生／SDGsへの取組

スローガン　 計数計画
（2024年3月末）

3,850億円

1兆円預金残高

貸出残高

信用金庫3つのビジョン

本業支援

地域（営業エリア）

島田掛川信用金庫

中小企業の健全な発展

金融仲介機能の発揮

■課題
各種経営課題（販路拡大・人材確保・事業承継等）

■課題解決支援
・ライフステージ別課題解決

地域社会繁栄への奉仕 豊かな国民生活の実現

個人のお客さまへの取組

■課題
資産形成・相続問題等

地域連携への取組

■課題
地域活性化・人口減少等

■課題解決支援
・地方創生総合戦略との連携 ・行政と連携した施策立案

■課題解決支援
・資産承継、形成サポート ・お客さまライフプラン提案

　持続可能な地域社会の実現に向けて、
「独自性・特性や強み」を活かした取組を
進化させ、価値ある課題解決策の提案と
円滑な資金供給を通じ、必要不可欠な
金融機関として存在感を高めます。

地域活性化のための支援力・
営業力の強化と経営基盤の拡充

　地域やお客さまの課題解決を担う人
材の育成や働き方改革等に向けた取組
を進化させていきます。また、職場環境
の改善に向け各種施策を実現します。

活力（思考力・判断力・行動力）ある
人材の育成と組織の活性化

　地域・お客さま第一の経営を実現する
ために強固な経営基盤の構築に向け、
収益性・生産性・効率性・健全性等の向
上に資する取組を強化します。

経営力・
内部態勢の強化

ビジネスビュー

地域（営業エリア）

島田掛川信用金庫

地域活性化への貢献

地方創生
要望／収益 連携

好
循
環

★「地域のみなさまへ」
★「経営者のみなさまへ」

独自色

中期経営計画（2019年6月24日～2024年3月31日）

存在感ある「島田掛川信用金庫」

2022年
3月末時点で
達成！！
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トピックス

デジタルサポート事業

　デジタルディバイド（情報格差）の解消を目的に、スマートフォンの基本
的操作、LINEの使い方など、藤枝市が提供するデジタルサービスの利用
支援を開始いたしました。
　高齢者からは「身近な島田掛川信金でこのようなサービスを提供して
くれてありがたい」との多くの声を頂きました。

【支援実施店舗】
【サポート内容】

・藤枝支店　・藤枝東支店　・藤枝南支店
・LINEアカウントの登録
・防災アプリの利用

・オンライン健康医療相談
・公共施設予約システムの操作

茶業者講演会

　「2022島田掛川信用金庫茶業者講演会」を実施いたし
ました。3名のパネラーをお迎えし、茶業界の今後について
ディスカッションいたしました。

【 講 　 師 】

【パネリスト】

静岡県立大学
茶学総合研究センター長

商品開発専門家
つむぎCAFE代表

特任教授　中村 順行 氏
九島 祥弘 氏

　杉本 真美 氏

　令和4年1月26日に共催により新春講演会を開催しま
した。「コロナ禍でわかった日本の弱点と素晴らしさ」を
テーマにご講演いただきました。新型コロナウイルス感染
症の拡大状況を鑑み、オンラインでの開催となりましたが、
多数の方にご視聴いただきました。

新春講演会

【 講 　 師 】
株式会社日本総合研究所
調査部 主席研究員

藻谷 浩介 氏

島田掛川信用金校

　地域のみなさまがもっと元気に、そして当金庫をもっと身近に感じ
ていただけるように、仮想の「島田掛川信用金『校』」を開校し、学校を
舞台に生徒と先生を通じて、地域に関する情報や金庫に関する情報を
発信するコンテンツを立ち上げました。
　Instagram、YouTube、twitterで
日々配信しています。

今日からあなたも
登校しよう！
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コンサルティング機能の発揮「ライフステージ別課題解決型支援の取組強化」1
　お取引先企業のライフステージに応じた最適なソリューションを提案するとともに、より専門的なアドバイスを行うため外部専門家、外部機関
等と連携を図りコンサルティング機能を発揮していきます。このような取組を実現するため、地域サポート部を中心とした取組を深化させ、お取引
先企業への支援体制を強化していきます。

　地域密着型金融を恒久的な取組として行っていくためには、当金庫の経営態勢がより整備される必要があり、以下のことについて継続的に整備・
強化に努めております。

　持続可能な地域密着型金融の取組を実現するために、ガバナンス、コンプ
ライアンス態勢・リスク管理態勢、収益力、経営基盤、それぞれの強化を図っ
ていきます。

　お取引先企業のみなさまや、個人利用者のみなさまのご期待に応えられる
知識及び能力を備えた人材育成に努めます。

　地域のみなさまからの信頼を得られるように適切な情報開示を行います。

　地域密着型金融が地域に必要とされるものとなるよう、マーケットインの
発想を大切に取り組みます。

　島田市産業支援センター（おびサポ）をはじめとする外部機関との連携に
より、幅広いお客さまのニーズに対応していきます。

　当金庫は、協同組織の地域金融機関として地域密着型金融の
取組は重要な使命の一つであると認識しております。
　私たちは庫是を指針として経営理念の実現のため、これまで以
上に、課題解決型金融の実践により地域活性化への貢献と顧客
基盤の充実・経営基盤強化を目指し、地域に必要とされる信用金
庫として地域密着型金融に取り組んでまいります。

　今後の地域密着型金融につきましては、国の「第2期まち・ひと・
しごと創生総合戦略」における地方創生への取組に通じるもので
あり、当金庫の存在価値の向上につながるものと捉えております。
また、従来からの取組を拡充することも、当金庫経営理念の実現
につながるものと確信しております。

経営力の一層の強化に取り組みます。

地域社会のニーズ把握に取り組みます。

頼りにされる金融機関となるために、人材の育成・活用に努めます。

外部機関等との連携・ネットワークの構築に努めます。

適切なディスクローズを実施します。

　公的な専門家派遣制度に加え、当金庫独自の専門家ネットワークの活用を充実させ、ネットワークのつながりを強化して
様々なライフステージに応じた経営課題の解決を図っていきます。また、中小企業経営力強化支援法による「経営革新等認定
支援機関」としての機能を発揮するなど、ライフステージ全般にわたる支援を強化します。

ライフステージ全般に
わたる支援

4

コンサルティング機能の
強化

5

1
創業･新事業開拓を
目指すお客さまへの支援

2
成長段階における
更なる飛躍が見込まれる
お客さまへの支援

3
経営改善・
事業再生が必要な
お客さまへの支援

　取引先企業の事業内容、技術力、販売力、経営者の資質等を適切に把握し、ライフステージを見極め、成長可能性を重視した
課題解決支援、融資につながる取組を強化します。
　併せて、事業性評価の実効性を高めるため、外部機関等との連携を強化し、研修プログラムを構築・運用し人材育成に努めます。

「事業性評価の取組強化」

　地域のお取引先企業の創業・新事業を応援します。特に、地方公共団体や商工会議所・商工会等と連携し、地域活性化を目
指した創業セミナーや相談会等を開催していきます。

「起業・創業支援による地域の雇用創出」

　営業店・地域サポート部一丸となってコンサルティング機能を発揮しサポート体制の一層の強化を図ります。本部職員と営
業店職員との同行訪問により、職員の目利き力を養い、補助金活用による資金供給やビジネスマッチングでの売上拡大等の支
援に取り組みます。

「成長・成熟期への支援」

　中小企業活性化協議会等との連携、また、取引先の顧問税理士との積極的な連携により、経営の改善・再生に向けた経営ア
ドバイスや課題解決力の強化に努めます。加えて、後継者不足の中小企業・小規模事業者に対する事業承継支援を通じて、地
域経済を守ってまいります。

「経営改善・再生期支援強化」「事業承継・M&A支援強化」

地域密着型金融の取組

具体的な取組

態勢の整備

基本的考え方
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2021年度2020年度

（単位：先数）

地域の面的再生への積極的な参画　地域の課題解決支援2

地域や利用者に対する積極的な情報発信3

「経営者保証に関するガイドライン」への取組4

経営改善の取組（2021年4月1日～2022年3月31日）5

（注)●経営改善支援取組先は取引先企業（個人事業主を含む）であり、個人ローン、住宅ローンのみご利用の先は含まれておりません。
●Ｂには当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しております。

　　　なお、経営改善支援取組先で期中に完済となったお取引先はAに含まれており、Bには含まれておりません。 
●期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に「うちその他要注意先」にランクアップした場合はＢに含まれております。
●期初に存在した債務者で、期中に新たに「経営改善支援取組先」に選定した先については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分
に従って整理しています。
●期中に新たにお取引を開始した先については、含まれておりません。
●Ｃには期末に債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しております。
●みなし正常先については正常先に含まれております。
●再生計画とは、中小企業活性化協議会等の外部機関及び専門家により策定支援されたもの、金庫が策定支援したもの、債務者自身が策定したものを含みます。

　地域密着型金融の取組は、コンサルティング機能・地域の面的再生等、地
域金融機関としてお取引先だけでなく地域全体の活性化に貢献すること
を目指しています。
　当金庫の活動が地域の活性化につながり、みなさまにとってお役に立て
るよう、取組状況について積極的に発信してまいります。

各ライフステージに応じた
経営課題に対する経営相談受付

専門家派遣制度の利用
補助金申請支援

ビジネスマッチング取扱い

地域の商工団体や顧客団体への
人材育成支援・各種団体への講師派遣

各種経営セミナーや異業種交流会の開催

面談
成約

地域密着型金融の具体的な取組実績

取組状況

新規に無保証で融資した件数

新規融資に占める経営者保証に
依存しない融資の割合

保証契約を解除した件数

経営者保証に関するガイドラインに
基づく保証債務整理の成立件数
（当金庫をメイン金融機関として実施したもの）

3,967

812

342

248

62

10

10

291

5.51

25

0

件

回
件
件
件

回

回

3,426

850

372

219

62

18

4

件

回
件
件
件

回

回

件

%

件

件

736

8.89

52

0

件

%

件

件

2021年度2020年度

Ａのうち期末に
債務者区分が
変化しなかった
先数 Ｃ

Ａのうち
再生計画を
策定した
先数 Ｄ

ランクアップ率
＝Ｂ/Ａ

再生計画
策定率
＝Ｄ/Ａ

経営改善支援
取組先 Ａ

Ａのうち期末に
債務者区分が
ランクアップした
先数 B

正常先①

要注意先

破綻懸念先④
実質破綻先⑤
破綻先⑥
小計（②～⑥の合計）
合計

うちその他要注意先②
うち要管理先③

0 

32 

0 

25 

1 

0 

58 

58 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

29 

0 

23 

1 

0 

53 

53 

0 

25 

0 

21 

1 

0 

47 

47 

78.1

84.0

100.0

81.0

81.0

－
%
－
%
%
－
%
%

3.1

1.7

1.7

%
－
－
－
－
%
%

　商工会議所・商工会、税理士事務所勉強会、当金庫取引先の若手経営者勉強会など外郭団体主催のセミナー等へ当金
庫職員を派遣し、金融知識や経営ノウハウ、財務管理などの他、補助金や国・地方公共団体の支援策を提供するなど、地域
活性化と地域企業の活力向上に貢献する人材育成に取り組みます。

若手経営者等の
人材育成のための講師派遣

1
地域の面的な再生

2
地域活性化につながる
多様なサービスの提供

3

　当金庫は地域金融機関として外部ネットワークの活用やビジネスマッチングの開催を通じて、個別資金の供給にとどま
らず、地域全体の活性化に貢献していきます。また、各市町が策定する地方創生総合戦略への協力や地方公共団体・商工会
議所・商工会等と連携し、異業種交流会、成長分野向けのセミナー等の企画・運営を通じて地域産業の育成を促進します。

「地域情報の仲介・発信」「『産学官金労言』の連携強化」

　当金庫は地域金融機関としての特性を活かし、金融知識の向上のため近隣の中学校・高等学校で金融知識教育・授業・
職場体験を実施し、地域社会の基盤整備に貢献できる活動を目指しています。

「地域活性化支援」

　当金庫では「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継時に焦
点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨や内容を
十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受けた際に、
適切に対応するための態勢を整備しております。
　また、経営者保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、
法人と経営者の関係性や財務状況等を把握し、同ガイドライン等の記載
内容を踏まえて十分に検討するなど、真摯な対応に努めております。
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金融円滑化実施のための体制整備2

　当金庫は、他の金融機関から借入をされているお客さまから
貸付条件の変更等の申し出があった場合など、当該金融機関
や信用保証協会等と緊密な連携を図る必要性が生じたときは、

守秘義務の遵守に努め、お客さまの同意を得たうえで、これらの
関係機関と情報の確認・照会を行うなど、緊密な連携を図りな
がら地域金融の円滑化に努めてまいります。

　地域の中小企業事業者及び個人のお客さまへの安定した資
金供給は、営業地域が限定された協同組織金融機関である信
用金庫にとって、最も重要な社会的使命です。

　当金庫は、お客さまからの資金相談や貸付条件変更等のお申
込みがあった場合には、お客さまの抱えている課題を十分に把
握したうえで、その解決に向けて真摯に取り組んでまいります。

　当金庫は、上記取組方針を適切に実現するため、以下のとおり体制整備を図り、地域金融円滑化への取組や、相談体制を一層充実
させてまいります。

「金融円滑化管理方針」・「金融円滑化管理規程」等を定め、金融円滑化全般を所管する担当理事を「金融円滑化管理責
任者」としております。  

営業店でのお客さまへの経営相談・経営改善支援に向けたきめ細かな取組の実施、経営のサポートを地域サポート部と
融資部が連携して担当しております。

各営業店では部店長を「金融円滑化営業店責任者」とし「ご返済計画相談窓口」を設置するとともに、融資部に相談窓口
を設置し、お客さまからのお借入条件変更等のご要望に対し、真摯に対応させていただく体制を整えております。

お客さまの資金繰り安定化に向けて、すべてのお取引先に資金繰り状況をお伺いし、実態に応じて新たな借入や貸付条
件の変更等をご提案しております。

「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、「与信取引に関する顧客説明態勢に係る基本規程」「融資事務取扱
規程」等を制定し、経営者保証に関して適切に対応するための体制を整えております。 

融資部と各営業店が連携し、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づき適切に対応するための体制を整え
ております。

お客さまの事業価値を適切に見極めるための能力（目利き能力）及び経営改善指導能力の向上に向けた研修を実施して
おります。 

　島田掛川信用金庫は地域の中小企業事業者及び個人のお客さまに必要な資金を安定的に供給し、
地域経済の発展に寄与するため、以下の方針に基づき、地域金融の円滑化に役職員が一丸となり取
り組んでおります。

取組方針1

金融円滑化の取組

他の金融機関等との緊密な連携

13
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お客さまからの貸付条件の変更等に関するご意見・ご相談は、次の相談窓口をご利用ください。（営業日  9:00～17:00）

お問い合わせ窓口

島田本部2階相談スペース

中小企業金融円滑化の取組状況4

　当金庫はお客さまの資金繰り安定化を第一に考え、返済条件
の変更や新規融資の相談等に誠実に対応するとともに、コンサ
ルティング機能の発揮により様々な経営相談、課題解決提案を
実施し、地域経済の活性化につながるよう努めております。
　また、経営革新等支援機関として、これまで以上に各営業店と
本部が情報共有し経営相談に応じるとともに、顧問税理士など
の専門家や中小企業活性化協議会等の外部機関とも連携して

経営改善支援に取り組んでおります。特に新型コロナウイルス
感染症により影響を受けたお客さまに対しての資金繰り相談や
条件変更には真摯に向き合い、きめ細かな支援と最大限柔軟な
対応をしております。
　引き続き、資金繰り相談や経営相談など、どのような相談につ
きましても当金庫本支店の営業・融資担当者までお気軽にご相
談ください。

相談受付直通電話番号

事業者さま

住宅ローンご利用者さま

融資部 融資管理担当

融資部 審査担当

フリーダイヤル ： 0120-554-633

電話 ：0547-37-5186 

金融円滑化相談受付ｅメールアドレス sksb0760@sk-shinkin.co.jp
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コンプライアンス態勢

コンプライアンス（法令等遵守）態勢

島田掛川信用金庫行動綱領

すべての人々の人権を尊重する。

人権の尊重5

職員の多様性、人格、個性を尊重する働き方を実現する。また、
健康と安全に配慮した働きやすい職場環境を確保する。

職員の働き方、職場環境の充実6

資源の効率的な利用や廃棄物の削減を実践するとともに、環境
保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極
的に取り組む。

環境問題への取組7

当金庫が社会の中においてこそ存続・発展し得る存在であるこ
とを自覚し、社会とともに歩む「良き企業市民」として、積極的に
社会に参画し、その発展に貢献する。

社会参画と発展への貢献8

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固
として排除し、関係遮断を徹底する。また、国際社会がテロ等の
脅威に直面している中で、マネー・ローンダリング対策およびテ
ロ資金供与対策の高度化に努める。

反社会的勢力との関係遮断、
テロ等の脅威への対応

9

信用金庫のもつ社会的使命と公共性を常に自覚し、責任ある健
全な業務運営の遂行に努める。

信用金庫の社会的使命と公共性の自覚と責任1

あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範に決しても
とることのない、誠実かつ公正な業務運営を遂行する。

法令やルールの厳格な遵守3

経営等の情報を積極的、効果的かつ公正に開示し、広く地域社
会とのコミュニケーションの充実を図る。また、信用金庫を取り
巻く幅広いステークホルダーとの建設的な対話を通して、社会
からの理解と信頼を確保し、自らの価値向上を図る。

地域社会とのコミュニケーション4

経済活動を支えるインフラとしての機能はもとより、創意と工夫
を活かし、お客さま本位の業務運営を通じて、お客さまのニーズ
に応えるとともに、市民生活や企業活動に脅威を与えるテロ、サ
イバー攻撃、自然災害等に備え、セキュリティレベルの向上や災
害時の業務継続確保などお客さまの利益の適切な保護にも十
分配慮した質の高い金融および非金融サービスの提供等を通
じて、地域経済・地域社会の発展に貢献する。

質の高い金融等サービスの提供と
地域社会発展への貢献

2

　コンプライアンスとは「法令等遵守」「企業順法」などの意
味で用いられ、各種法令にとどまらず、広く倫理や社会的規
範などを遵守することをいいます。
　当金庫役職員には、公共的使命を担う地域金融機関とし
て業務運営を行っていく過程において数多くの法令、内部
規程、世間一般のルールが存在し、これを確実に遵守する
行動が求められております。
　当金庫では、コンプライアンス・プログラム（コンプライア
ンスを実現するための具体的な実施計画）を年度ごとに策
定し、理事会の承認を得て実施してきました。組織体制では、
本部にコンプライアンスの統括部署を設置するとともに、
コンプライアンスに関する事項を協議する「コンプライアン
ス委員会」を開催してコンプライアンス機能の充実を図って

おります。また、各部店にコンプライアンス担当を配置しコ
ンプライアンスに関するモニタリングを行い、その醸成を
図っております。
　さらに、役職員としての基本的な行動規範となる「島田掛
川信用金庫行動綱領」を制定するとともに、役職員の行動を
含むあらゆる企業活動をコントロールするために「コンプラ
イアンス・マニュアル」を全役職員に配付し、その内容も毎期
見直しその実効性を高め、コンプライアンス態勢の確立に
取り組んでまいりました。
　今後も、コンプライアンス経営を最重要課題として位置
付け、より高い倫理観の下、経営トップ自ら率先垂範し、そ
の精神を貫くことにより地域の信頼を確立するよう努力し
てまいります。
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▲

 苦情処理措置

▲

 紛争解決措置

● 全国しんきん相談所

● 東京弁護士会
● 第一東京弁護士会
● 第二東京弁護士会
● 静岡県信用金庫協会
● 静岡県弁護士会（静岡支部）
● 静岡県弁護士会（浜松支部）
● 静岡県弁護士会（沼津支部）

03-3517-5825
（受付時間9時～17時）

03-3581-0031

03-3595-8588

03-3581-2249

054-255-5530

054-252-0008

053-455-3009

055-931-1848

連絡先

● リスク統括部

連絡先

顧客保護等管理態勢への取組

顧客保護等管理態勢

金融ADR制度への対応

顧客保護等管理方針

　当金庫は、法令やルールを厳格に遵守し、社会規範に則り、誠実かつ公正な地域金融機関としてお客さまの正当な利益の保
護および利便の向上に向けて「顧客保護等管理方針」を定め、これを遵守します。

1.お客さまとのお取引または商品の説明および情報の提供につ
きましては、お客さまの知識、経験、財産の状況および契約締
結目的等を踏まえ適切かつ十分に対応します。

2.お客さまからの問い合わせ、ご相談、ご要望および苦情につき
ましては、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまのご理解とご納
得を得るよう適切かつ十分に対応します。

3.お客さまの情報につきましては、情報の漏洩、滅失または毀損
等を防止し適切に管理します。

4.業務を外部委託する場合、お客さまにかかる情報の管理や、お
客さまへの対応が的確に行われるよう委託先を適切に管理し
ます。

5.お客さまとのお取引において、お客さまの利益が不当に害され
ることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管
理します。

6.顧客保護や利便性の向上のために必要であると判断した業務は、
この方針に基づき適切に対応します。

　当金庫は、お客さまからの苦情のお申し出に公正かつ的確に対応するため業
務運営体制及び内部規則を整備し、その内容を金庫ホームページ並びにパンフ
レットにて公表しています。
　当金庫に対する苦情は、金庫営業日（9時～17時）に営業店（電話番号は61・62
ページ「店舗のご案内」を参照ください）、または、リスク統括部にお申し出ください。

　当金庫は、紛争解決のため、当金庫営業日に上記のリスク統括部または全国し
んきん相談所にお申し出があれば、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京
弁護士会の仲裁センター等にお取次ぎいたします。
　なお、前記弁護士会の仲裁センター等は、東京都以外の各地のお客さまにもご
利用いただけます。その際には、お客さまのアクセスに便利な東京以外の弁護士
会をご利用いただく方法もあります。例えば、東京以外の弁護士会において東京
の弁護士会とテレビ会議システム等を用いる方法（現地調停）や、東京以外の弁
護士会に案件を移す方法（移管調停）があります。ご利用いただける弁護士会につ
いては、あらかじめ右記「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、
全国しんきん相談所または当金庫リスク統括部」にお尋ねください。
　また、当金庫リスク統括部、一般社団法人静岡県信用金庫協会を通じて、静岡
県弁護士会あっせん・仲裁センターを利用することができます。お客さまから各
弁護士会に直接お申し出いただくことも可能です。

　当金庫は、お客さまの資産、情報その他の利益を保護するために、「顧客説明管理」「顧客サポート等管理」「顧客情報管理」「外部委
託管理」「利益相反管理」等に関する管理規程を制定し、理事会で決議した「顧客保護等管理方針」に基づき各管理態勢を整備すると
ともに、役職員一丸となってお客さまの利益保護及び利便性の向上に努めております。

フリーダイヤル ： 0120-773-229
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信用リスク管理

市場リスク管理

オペレーショナル・リスク管理

事務リスク管理

流動性リスク管理

　金融の自由化、国際化の進展や金融技術の革新に伴い金融機関の業務はますます多様化・複雑化し、ビジネスチャンスが拡
大する一方で、コントロールしなければならないリスクは一段と広がり、高度化しております。このような環境において安定的
な収益の確保と健全な経営の維持に向けて、各種のリスクを把握しコントロールすることが重要となっております。
　当金庫では、統合的リスク管理方針に基づき、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、直面するリスクに関して、自己資本
比率の算定に含まれないリスク（信用集中リスク、銀行勘定の金利リスク等）も含めて、それぞれのカテゴリーごと（信用リスク、
市場リスク、流動性リスク、オぺレーショナル・リスク〈事務リスク、システムリスク、その他のオペレーショナル・リスク〉等）に評
価しております。
　これらのリスクを統合的に捉え、当金庫の経営体力（自己資本）と比較・対照することによる自己管理型のリスク管理（統合的
リスク管理）を行い、経営の健全性の確保と収益性の向上を図るなど、リスク管理態勢の強化に努めております。

　信用リスクとは、信用供与先または投資先の財務内容の悪化等に
より、資産の価値が減少ないし消失して当金庫が損失を被るリスクを
いいます。
　当金庫では、信用リスク管理方針に基づき、信用リスク管理を軽視
することが場合によっては経営破綻に直結するおそれがあることを十
分に認識したうえで、与信部門並びに余資運用部門の戦略目標を策
定し、金庫内に周知するなど管理態勢を構築しています。また、当該リ
スクに関する評価・モニタリングを行い、リスクコントロール・削減に
関する情報を管理しています。
　信用リスク管理状況についてはリスク管理委員会、ＡＬＭ委員会で
協議検討を行うとともに、理事会、経営会議、常務会といった経営陣
への報告態勢を整備しています。

　市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファク
ターの変動により、資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク、資産・
負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、市場リスク管理方針に基づき、市場リスク管理を軽視
することが戦略目標の達成に重大な影響を与えることを認識し、当該
リスクを適正に把握したうえで、これを当金庫が取り得る許容範囲に
収めるとともに、リスクの管理と配分による適切な収益の確保に努め
ています。
　組織面では、市場リスク管理部門と市場部門並びに事務管理部門
を厳格に分離し、相互に牽制する態勢を構築しています。

　流動性リスクとは、調達・運用の期間のミスマッチや予期せぬ資
金の流出により、必要な資金確保が困難になるリスク(資金繰りリ
スク）、あるいは市場の混乱等により市場において取引ができな
かったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされる
ことにより損失を被るリスク(市場流動性リスク）をいいます。

　当金庫では、流動性リスク管理方針に基づき、流動性リスク管理を
軽視することが、場合によっては経営破綻に直結するおそれがあるこ
とを認識し、当該リスク管理の重要性を十分理解したうえで、管理態
勢の整備・確立のため具体的な方策を検討し、金庫内に周知させて
います。
　資金繰りについては、資金繰り状況の逼迫度に応じて平常時、懸念
時及び危機時に区分し、それぞれに対応した資金繰りの体制を構築
しています。また、緊急時に備えた態勢の訓練を定期的に実施してい
ます。

　オペレーショナル・リスクとは、金庫の業務の過程、役職員の活動も
しくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失
を被るリスクをいいます。当金庫では、オペレーショナル・リスク管理
方針に基づき、オペレーショナル・リスクの総合的な管理を軽視する
ことが金庫の戦略目標の達成に重大な影響を与えることを認識し、管
理態勢の整備・確立の方策を検討するなど態勢の構築をしています。
　当該リスクについては、総合的な管理部門を設置するとともに、オ
ペレーショナル・リスクを事務リスク、システムリスク、その他のオペ
レーショナル・リスクに分類し、各リスクの担当部署がリスク管理をし
ています。

　事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは、事故・不正
を起こすことにより当金庫が損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、事務リスク管理方針に基づき、リスク管理態勢の整備・
確立等その構築を図っており、事務リスクの評価・モニタリングを行う
などその把握に努め、規程・要領等の整備指導を図るとともに厳正な
事務管理に努めています。また、本部監査部門が定期的に本部・営業
店に対して内部監査を実施し、規程・要領の遵守状況をチェックすると
ともに、事故を未然に防止するための管理体制が確実に機能している
かを厳正に監査し、事務の正確性維持及び事故防止に努めています。
さらに、監査を補完するものとして、営業店における自主検査を義務
付け、実施しています。

リスク管理態勢

リスク管理態勢
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監 査 部

本部各部・営業店・関連会社

与信取引に係る
信用リスク

余資運用に係る
信用リスク

市場リスク 流動性リスク オペレーショナル・
リスク

資産査定管理

リ ス ク 統 括 部

リスク管理委員会

A L M 委 員 会

経 営 会 議

常 務 会

理 事 会

総 代 会

監 事 会

コンプライアンス委員会

内部監査
担当

業務担当

統括部署

最終意思
決定機関

システムリスク管理 その他のオペレーショナル・リスク管理

経 営 企 画 部

融 資 部

資 金 証 券 部

リスク統括部

融 資 部 資 金 証 券 部

経 営 企 画 部

融 資 部

資 金 証 券 部

リスク統括部

資 金 証 券 部

リスク統括部

経 営 企 画 部

融 資 部

リスク統括部

資 金 証 券 部

システム管理部

システム管理部
事 務 集 中 部
総 務 部
経 営 企 画 部
資 金 証 券 部
融 資 部
地域サポート部
人 事 部
リスク統括部
地 方 創 生 部

担当部署

自己資本管理

　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動、
システムの不備等に伴い金庫が損失を被るリスク、さらにコンピュータ
が不正に使用されることにより金庫が損失を被るリスクをいいます。
　当金庫では、システムリスク管理方針に基づき、リスク管理態勢の
整備・構築を図っており、当該リスクに関する評価・モニタリングを行
うなどその把握に努め、セキュリティ管理、システム企画・開発、システ
ム運用、データ管理、ネットワーク管理、端末管理等を充実させ、シス
テムの安全性・信頼性を維持し、情報資産の保護に努めています。

　その他のオペレーショナル・リスクとは、事務リスク及びシステムリ
スクを除いたオペレーショナル・リスクをいい、法務リスク（顧客に対
する過失による義務違反及び不適切なビジネス・マーケット慣行から
生じる損失・損害を被るリスク）、人的リスク（人事運営上の不公平・
不公正及び差別的行為から生じる損失・損害を被るリスク）、有形資産
リスク（災害等の事象から生ずる有形資産の毀損・損害を被るリスク）、
風評リスク（当金庫の評判の悪化や風説の流布等により、信用が低下
することから生じる損失・損害を被るリスク）をいいます。
　当該リスクにつきましては、各管理部署がその他のオペレーショ
ナル・リスク管理規程に基づきリスク管理を行い、統括部署が総合的
管理を行っています。

リスク管理体系図
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利益相反管理方針・お客さま保護方針

1．個人情報とは

　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、お客さまの個人情報及び個人番号（以下「個人情報等」といいます。）の適切な保護と利
用を図るために、個人情報の保護に関する法律（平成15年5月30日法律第57号）、行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）及び金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他個人情報等
保護に関する関係諸法令等を遵守するとともに、その継続的な改善に努めます。また、個人情報等の機密性・正確性の確保に努めます。

　当金庫は、金融サービスの提供に関する法律に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を図っ
ております。

1．当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況および当該金融
商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情
報の提供と商品説明をいたします。

2．金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決
めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をし
ていただくために、当該金融商品の重要事項について説明を
いたします。　

3．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対して事実
と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を
通じて役職員の知識の向上に努めます。

4．当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所で
の勧誘は行いません。

5．金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点
等がございましたら、お近くの窓口までお問い合わせください。

　当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針及び当金庫が定める庫内規程等に基づき、
お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）し、以ってお客さまの利益を保
護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守しております。

1．当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反
管理を行います。

2．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
（1）次に掲げる取引の内、お客さまの利益が不当に害されるお

それのある取引
①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立
又は競合する相手と行う取引

③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た
情報を不当に利用して行う取引

（2）①から③の他、お客さまの利益が不当に害されるおそれの
ある取引

3．当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げ
る方法やその他の方法を選択し、又これらを組み合わせること
により管理します。

①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離
する方法

②対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する
方法

③対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法
④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれ
があることについて、お客さまに適切に開示する方法

4．当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置及び責任者
の設置を行い、利益相反のおそれのある取引の特定及び利益
相反管理を一元的に行います。
また、当金庫は利益相反管理について定められた法令及び

庫内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を
行います。

5．当金庫は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定
期的に検証します。

　本プライバシーポリシーにおける「個人情報」とは、
生存する個人に関する情報であって「住所・氏名・電話
番号・生年月日」等、特定の個人を識別することができ
る情報（他の情報と容易に照合することができ、それ
により特定の個人を識別することができるものを含み
ます。）、または「個人識別符号」が含まれる情報をいい
ます。
　なお、個人識別符号とは、以下のいずれかに該当する
もので、政令等で個別に指定されたものをいいます。

（１）身体の一部の特徴をコンピュータ処理できるよう
変換したデータ
〈例〉顔・静脈・声紋・指紋認証用データ等

（２）国・地方公共団体等により利用者等に割り振られ
る公的な番号
〈例〉運転免許証番号、パスポート番号、個人番号

（マイナンバー）等

・当金庫は、あらかじめ利用の目的を明確にして個人情
報等の取得をするとともに、偽りその他不正の手段によ
り個人情報等を取得することはありません。また、金庫
業務の適切な業務運営の必要から、お客さまの住所・
氏名・電話番号、性別、生年月日などの個人情報の取
得に加えて、融資のお申込みの際には、資産、年収、勤
務先、勤続年数、ご家族情報、金融機関でのお借入れ
状況など、金融商品をお勧めする際には、投資に関す
る知識・ご経験、資産状況、年収などを確認させていた
だくことがあります。

利益相反管理方針

金融商品に係る勧誘方針

個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）

2．個人情報等の取得・利用について

（１）個人情報等の取得

令和4年4月1日
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　以上

【個人情報等に関する相談窓口】
● 島田掛川信用金庫 リスク統括部　
                    ： 〒436-8651
                       掛川市亀の甲二丁目203番地
                    ： 0120-773-229

住　　所

電話番号

・お客さまの個人情報は、
①預金口座のご新規申込書等、お客さまにご記入･ご
提出いただく書類等に記載されている事項

②営業店テラー担当や営業担当等が口頭でお客さま
から取得した事項

③当金庫ホームページ等の「お問い合わせ」等の入力
事項

④各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機
関等の第三者から提供される事項

⑤その他一般に公開されている情報
等から取得しています。

（２）個人情報等の利用目的
・当金庫は、次の業務において、次の利用目的のために個
人情報等を利用し、それ以外の目的には利用しません。
個人番号については、法令等で定められた範囲内で
のみ利用します。また、お客さまにとって利用目的が明
確になるよう具体的に定めるとともに、取得の場面に
応じ、利用目的を限定するよう努めます。
・お客さま本人の同意がある場合、もしくは法令等によ
り開示・提供が求められた場合等を除いて、個人情報
を第三者に開示・提供することはございません。

Ａ．個人情報（個人番号を含む場合を除きます）の利用
目的

（業務内容）
①預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替
業務及びこれらに付随する業務
②公共債・投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲
介業務、信託業務、社債業務等、法令により信用金庫
が営むことができる業務及びこれらに付随する業務
③その他信用金庫が営むことができる業務及びこれ
らに付随する業務（今後取扱いが認められる業務を
含む）

（利用目的）
①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの
申込みの受付のため
②法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品や
サービスをご利用いただく資格等の確認のため
③預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的
なお取引における管理のため
④融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断
のため
⑤適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサー
ビスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑥与信事業に際して当金庫が加盟する個人信用情報
機関に個人情報を提供する場合等、適切な業務の遂
行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑦他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部
について委託された場合等において、委託された当
該業務を適切に遂行するため
⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義
務の履行のため
⑨市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施
等による金融商品やサービスの研究や開発のため
⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに
関する各種ご提案のため
（お取引解約・終了後に行うものも含みます。）
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約・終了やお取引解約・終了後の事
後管理のため
⑬その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行
するため

（法令等による利用目的の限定）
①信用金庫法施行規則第110条等により、個人信用情
報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済
能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査
以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
②信用金庫法施行規則第111条等により、人種、信条、
門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての
情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その
他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三
者提供いたしません。

Ｂ．個人番号の利用目的
①出資配当金の支払いに関する法定書類作成・提供事
務のため

②金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務の
ため
③金融商品取引に関する法定書類作成・提供事務の
ため
④金地金取引に関する法定書類作成・提供事務のため
⑤国外送金等取引に関する法定書類作成・提供事務の
ため
⑥非課税貯蓄制度等の適用に関する事務のため
⑦預金口座付番に関する事務のため

　上記の利用目的につきましては、当金庫のホーム
ページのほか、店頭掲示のポスター等でもご覧いただ
けます。

（３）ダイレクト・マーケティングの中止
　当金庫は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧
誘等のダイレクト･マーケティングで個人情報を利用す
ることについて、お客さまから中止のお申出があった場
合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
中止を希望されるお客さまは、下記の当金庫相談窓口
までお申し出ください。

3．個人情報等の正確性の確保について

　当金庫は、お客さまの個人情報等について、利用目的
の達成のために個人データを正確かつ最新の内容に
保つように努めます。

8．個人情報保護に関する
質問・苦情・異議の申立てについて

　当金庫は、個人情報等の取扱いに係るお客さまから
の苦情処理に適切に取り組みます。なお、当金庫の個人
情報等の取扱いに関するご質問・苦情の申立てにつき
ましては、お取引店または下記の当金庫相談窓口まで
ご連絡ください。

6．委託について

　当金庫は、例えば、次のような場合に、個人データの取
扱いの委託を行っています。また、委託に際しましては、
お客さまの個人情報等の安全管理が図られるよう委託
先を適切に監督いたします。
・キャッシュカード発行・発送に関わる事務
・定期預金の期日案内等の作成･発送に関わる事務
・ダイレクトメールの発送に関わる事務
・情報システムの運用・保守に関わる業務

7．個人データの第三者提供について

　当金庫は、お客さまから同意を得て、個人データの第
三者提供を行う場合には、あらかじめ、提供先の第三者、
当該第三者における利用目的、提供する個人データの項
目等をお示し、原則として書面（電磁的記録を含みます）
にて同意をいただくこととします。
　また、その提供先が外国にある第三者の場合には、上
記取扱いに加え、法令等の定めるところにより、あらか
じめ、①提供する第三者が所在する外国の名称、②当該
外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、③
提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための措
置に関する情報―等について情報提供いたします。
※同意の確認をする時点で、提供先の第三者が所在す
る外国が特定できない場合には、特定できない旨及
びその具体的な理由等について、また、提供先の第
三者が講ずる個人情報の保護のための措置につい
て情報提供できない場合には、情報提供できない旨
及びその理由等について情報提供します。この場合、
事後的に提供先の第三者が所在する外国を特定で
きた場合には上記①・②の事項について、事後的に
提供先の第三者が講ずる個人情報の保護のための
措置等についての情報提供が可能となった場合には
上記③の事項について、お客さまのご依頼に応じて
情報提供いたしますのでお申し出ください（ただし、
当金庫の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす
おそれがある場合等を除きます）。

4．個人情報等の利用目的の
通知・開示・訂正等、利用停止等について

・お客さま本人から、当金庫が保有している情報につい
て開示のご請求（第三者提供記録の開示も含みます。）
があった場合には、請求者がご本人であること等を確
認させていただいたうえで、遅滞なくお答えします。
・お客さま本人から、当金庫が保有する個人情報等の
内容が事実でないという理由によって当該個人情報
等の訂正、追加、削除のご要望があった場合には、遅
滞なく必要な調査を行ったうえで個人情報等の訂正
等を行います。なお、調査の結果、訂正等を行わない場
合には、その根拠をご説明させていただきます。
・お客さま本人から、法令の定めるところにより、当金庫
が保有する個人情報等の利用停止または消去のご要
望があった場合には、遅滞なく必要な調査を行ったうえ
で利用停止または消去を行います。なお、調査の結果、
利用停止または消去を行わない場合には、その根拠を
ご説明させていただきます。
・お客さまからの個人情報等の利用目的の通知並びに
個人情報等の開示及び第三者提供記録の開示のご請
求については、所定の手数料をお支払いいただきます。
・以上のとおり、お客さまに関する情報の開示・訂正等、
利用停止等が必要な場合は、お取引店または下記の
当金庫相談窓口までお申し出ください。必要な手続に
ついてご案内させていただきます。

5．個人情報等の安全管理について

　当金庫は、お客さまの個人情報等の漏えい、滅失、ま
たは毀損の防止その他の個人情報等の適正な管理の
ために必要な措置を講じます。
　当金庫における個人データの安全管理措置に関し
ては、当金庫の内部規程等においてに定めておりま
すが、主な内容は以下のとおりです。
（１）個人データの適正な取扱いの確保のため、関係

法令・ガイドライン等を遵守するとともに、下記の相
談窓口にて、個人データの取扱いに関するご質問・
相談および苦情を受け付けています。

（２）取得、利用、保管、移送、消去・廃棄等の段階ごとに、
取扱方法、責任者・取扱者およびその任務等につ
いて定めています。

（３）個人データの取扱いに関する責任者を設置すると
ともに、個人データを取り扱う職員および当該職
員が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法令
等や内部規程等に違反している事実またはそのお
それを把握した場合の報告連絡体制を整備してい
ます。また、個人データの取扱状況について、定期

的に自己点検を実施するとともに、内部監査部門
による監査を実施しています。

（４）個人データの取扱いに関する留意事項について、
職員に定期的な研修を実施しています。

（５）個人データを取り扱う区域において、職員の入退室
管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、
権限を有しない者による個人データの閲覧を防止
する措置を実施しています。また、個人データを取
り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または
紛失等を防止するための措置を講じるとともに、
当該機器、電子媒体等から容易に個人データが判
明しないよう措置を実施しています。

（６）アクセス制御を実施して、取扱者および取り扱う個
人情報データベース等の範囲を限定しています。
また、個人データを取り扱う情報システムを外部
からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから
保護する仕組みを導入しています。
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人材育成

　地域社会の一員として、絆を深め、地域を愛し、地域の活性化に情熱を持ち、自ら行動できる自律型人材の育成に取り組んでおります。

・地域から愛され、存在感を示せる人材
・お客さまの「良き相談者」としてプロ意識に徹した人材
・多面的な視点で本質に気づき、判断できる人材
・｢地域の繁栄」のために創造力（想像力）と行動力を持った人材
・「夢」を持ち、魅力ある人間力と個性を持った人材

▲

職員の目指す姿～活力（思考力・判断力・行動力）ある人材～

▲

人材育成への取組

人材育成の柱

必要な思考力・行動力・判断力

高度な金融知識
商品知識
正確な事務処理
豊富な情報
スピード感ある対応
分かりやすい説明

常にお客さまの利益を考える
多様な視点を持っている
事情・心情を察した対応
気が利く
意図をくみ取ることができる
厳しいことでも進言できる
豊富な人生経験

明るく心地よい対応
誠実さ
コンプライアンス
安心感・信頼感
親身になる

自己啓発・研修・制度

【コンプライアンス研修】

【階層別研修】
・SKスクール
・WEB研修

【ライフイベント研修】
地域行事への参加
ボランティアへの参加

【職能別研修】
営業・融資・窓口・事務

【資格取得の奨励】

課題解決スキル

お客さまに真摯に
向き合う取組姿勢

多くの人に共感できる

豊かな経験

洗練された

コミュニケーションスキル

お役に立ちたいという

信念

必要なスキル

お
客
さ
ま
に
な
り
き
る
力

庫
是
・
経
営
理
念
の
実
現
・
Ｃ
Ｓ
の
向
上

１

2

3

▲

働きやすい職場を目指して

● 仕事と育児・介護支援、子育て・介護しながら
　キャリアアップできる環境整備

● 女性職員が活躍できる
　企業風土の構築

● 嘱託職員・パート職員の
　キャリアアップ支援の拡大

休暇制度および時短勤務制度の充実、連続休暇・
夏季休暇の取得推奨、「ノー残業デー」の実施

パート職員の嘱託職員への登用並びに嘱託職
員の正規職員への登用制度の充実

ローテーションによる業務習得度の向上・女性
営業職の増員

「タレントマネジメントシステムの活用」

● スキル習得度に沿った研修の実施 ● スキルレベルに応じた最適な人材配置 ● 組織活性化レベルによる職場環境の改善

・能力開発の実現に向けた研修の実施
・「ＳＫスクール（自主参加型の講座）」の開催
・新卒採用者への入庫後のフォロー体制を刷新

・OJT（現場での指導、教育）の積極的な実施
・「通信教育講座」等、自己啓発の奨励と支援の
  実施

・公的資格検定取得奨励による
  教育支援の充実
・WEB研修、eラーニングの実施

人材育成（人財育成）の実現

新入職員研修

キャリアアップ研修
▲

人事システムを活用したキャリアアップ支援
　タレントマネジメントシステムを導入し、職員のスキルやキャリアの「見える化」に取り組んでおり
ます。「見える化」することで、職員の業務習得レベルを客観的に把握でき、キャリアアップ目標の明
確化やスキルレベルに沿った人材育成を実施いたします。
　タレントマネジメントシステムを活用し、お客さまの課題解決に寄与できる人材の育成を実現して
まいります。

女性営業研修

「
主
な
取
組
」

令和4年度入庫職員
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金融仲介機能のベンチマーク

独自ベンチマーク

選択ベンチマーク

※「事業性評価3級」は銀行業務検定協会が2017年度にスタートした検定試験です。

　※「経営者のみなさまへ」とは、中小企業経営者のみなさまが抱える経営上の課
題や経営相談事項をお聞きする際のツールとして、当金庫が独自に作成したシー
トです。
　相談事項項目には、「Ｍ＆Ａをしたい」「補助金を活用したい」等が設けられ、ア
ンケート方式で簡単にご記入いただける書式となっています。

・新型コロナウイルス対応資金等県制度資金セミナー
・創業サポートセミナー
・経済産業省補助金セミナー
・補助金採択トレンドセミナー　　他

〈主な開催セミナー〉 

2020年度

850件

外部専門家の活用

外部専門家を活用して
本業支援を行った取引先数

2021年度

812件

2020年度

7

19

3

161

件

件

件

件

創業支援先数（支援内容別）

創業期の取引先への融資

政府系金融機関・創業支援機関との協調

島田市産業支援センターとの連携

プロパー

信用保証付

2021年度

件

件

件

件

2020年度

5,848 

669 

11.4%

本業（企業価値の向上）支援・企業のライフステージに応じた
ソリューションの提供

本業（企業価値の向上）支援先数、及び、全取引先数に占める割合

全取引先数①

本業支援先数②

②／①

2021年度

2020年度

8

299

8

100

回

名

名

名

人材育成

取引先の本業支援に関連する研修等の実施数、
研修等への参加者数、資格取得者数

研修実施回数

参加者数 

資格取得者数（累積）
中小企業診断士

事業性評価３級

2021年度

7

462

10

104

回

名

名

名

販路開拓支援

ビジネスマッチング
面談紹介件数

2021年度

248件

2020年度

219件

2020年度

2020年度

372件

4

138

回

人

補助金等申請支援

国・県・市の中小企業向け
補助金申請支援数

2021年度

経営セミナー開催数・動員数

開催回数

動員数

2021年度

10

79

回

人

2020年度

3,426件「経営者のみなさまへ」を
活用した顧客ニーズ抽出数

2021年度

　中期経営計画で掲げる重点施策「 ．地域活性化のための支援力・営業力の強化と経営基盤の拡充」「  ．活力（思考力・判断力・行動力）
ある人材の育成と組織の活性化」「    ．経営力・内部態勢の強化」に取り組んでおります。
　当金庫として金融仲介機能のベンチマークを活用し、金融仲介機能の取組をより深化させてまいります。

4

30

7

265

5,907 

677 

11.4%

金融仲介機能のベンチマーク

342件

3,967件

「ものづくり補助金」採択件数 107件　※第１次～第９次累計
　・全国信用金庫　第１位　・全国金融機関　第３位

〈主な実績〉 
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（1） 総代の任期・定数

（2） 総代の選任方法

（注）総代候補者選考基準

資格要件

適格要件

当金庫の会員であること

就任時の年度末満75歳以下であること

新総代候補者は原則個人であること

人格、識見に秀で、当金庫に対して協力的であること

地域における信望が厚く、総代として相応しいこと

総代として相応しい見識を有していること

総 代 会

総　代
決算に関する事項、理事・監事の選任等重要事項の決定

会員の総意を適正に反映するための制度

会　員

総代会は、会員一人ひとりの意見を適正に反映するための開かれた制度です。

選考委員会を開催のうえ、選考基準に基づき、
選考委員が総代候補者を選考する。

総代会の決議により、
会員の中から選考委員を選任する。

総代候補者氏名を店頭掲示し、
所定の手続きを経て、会員の代表として総代を委嘱

総代候補者選考委員

1 2

3

　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本
理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金
融機関です。従って、当金庫では会員の総意を適正に反映し、充
実した審議を確保するため、総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の
重要事項を決議する最高意思決定機関です。会員一人ひとりの
意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等
に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員会を

設け、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により
運営されます。
　さらに、当金庫では総代会に限定することなく、日常の事業活
動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、
様々な経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、
お近くの当金庫営業店までお寄せください（61・62ページ「店
舗のご案内」を参照ください）。

●総代の任期は3年です。
●総代の定数は70人以上260人以下で、会員数に応じて各選任区域ごとに定められております。なお、2022年3月末日現在総代数は
193人、会員数は53,570人です。

　総代は会員の代表として、会員の総意を当金庫の経営に反映する重要な
役割を担っております。そこで総代の選考は、総代候補者選考基準（注）に
基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。

①総代会の決議により、会員の中から総代候補者選考委員を選任する。
②選考委員会を開催のうえ、総代候補者選考委員が総代候補者を選考する。
③上記②により選考された総代候補者を会員が信任する（異議があれば申
し立てる）。

総代会の概要

総代会制度1

総代とその選任方法2
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総代候補者の
選考

総代の選任

総代候補者
選考委員の選任

地区を６区の選任区域に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める。

総代会の決議により、選任区域ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

選考委員が総代候補者を選考

理事長に報告

総代候補者の氏名を、1週間以上店頭に掲示

異議申出期間（公告後2週間以内）

上記掲示について静岡新聞に公告

会員から異議がない場合、または選任
区域の会員数の1/3未満の会員から
異議の申出があった総代候補者

選任区域の会員数の1/3以上の会員
から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者の数が選任区域の
総代定数の1/2以上

当該総代候補者の数が選任区域の
総代定数の1/2未満

他の候補者を選考

（上記②以下の手続き）

理事長は総代に委嘱

欠員（選考を行わない）

総代の氏名を店頭に1週間以上掲示

総代が選任されるまでの手続き

1

2

3
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総代会の概要

赤堀辰郎

川合利弘

齋藤　徹

鈴木淺男

関谷夕佳

龍尾重幸

二村正美

藤田哲男

松浦一治

2

2

1

5

1

1

5

2

7

渥美直哉

榑林眞悟

斎藤　仁

鈴木公司

染葉広美

土井弥市

服部和伸

古田昌巳

丸山勝久

5

5

5

4

4

2

2

2

2

大石雅徳

桒高七尾

相良貴史

鈴木純一郎

髙木正樹

戸塚　健

原田日出志

堀内　尚

山下大介

2

3

2

2

2

2

5

2

2

太田　稔

桑原雄一

榛葉幸宏

鈴木俊光

高田直由樹

中根福次

兵藤敦志

堀内知久

渡邉芳夫

2

2

5

4

2

2

2

2

5

神谷　隆

小林康男

杉山喜代志

鈴木道賢

髙塚　宏

中村和人

平松季哲

松浦　明

4

4

2

5

7

5

1

3

秋田隆弘

井上吉勝

大塚　聰

川﨑康司

菊池松巳

小林とよ子

鈴木成彦

濱田行二

三宅　馨

4

4

9

2

5

4

6

3

7

朝倉純夫

岩倉正雄

大畑修司

川﨑洋助

北川隆夫

酒井昌浩

髙森　傑

原田宗一郎

森田　茂

4

3

3

2

3

6

1

2

5

朝比奈孝亮

大石　賢

岡本廣一

川端祥治郎

北川正澄

櫻井敬久

田中哲夫

飛野久美子

柳川洋一郎

1

8

6

8

5

3

5

4

6

池田雅彦

大河原高広

尾坂　昇

川村右介

栗田良久

杉本芳彦

寺田　均

町　達郎

山本　晃

7

4

8

4

1

5

4

10

1

池田　豊

太田芳伸

小澤博美

菊田吉尚

栗原裕之

鈴木金苗

成岡浩志

蓑川和道

横山和由

4

5

1

3

2

3

9

11

11

井指百城

岡村　誠

後藤　譲

澤入　進

塚本博己

牧野通也

水野明良

山本省吾

2

2

2

3

2

2

2

4

石原茂雄

落合益尚

坂部幸夫

澤入宏之

永田さなえ

増田和巳

宮城昭憲

芳野高典

3

2

2

13

2

4

2

2

岩瀬　護

小原光司

櫻井敏明

髙栁敬将

西島正浩

増田清人

八木克典

渡辺　修

2

4

4

2

2

2

2

5

大澤孝久

片山裕司

佐々木余志彦

立松浩之

濱﨑興基

増田慎一郎

藪田宏行

2

5

2

2

2

2

11

太田みや子

川﨑一弘

佐藤龍一郎

田村正博

早馬義光

松永辰雄

山下　武

2

2

2

6

2

2

2

荒畑　榮

笠原恒彦

佐藤克美

髙橋敏八

増田義明

八木克由

5

10

3

2

6

3

大石好一

加藤　隆

四ノ宮　均

知久正博

増田悦弘

柳原一清

9

9

4

6

6

3

大石真也

川村太巳夫

杉浦章布

中村秀雄

松浦令和

山本坂衛

2

11

5

6

2

7

大石秀樹

河村剛志

鈴木淳一

畑　義治

松本憲治

8

4

4

4

6

小野里隆二

小山靖広

髙橋世音

藤浦國夫

宮村国行

3

2

5

8

2

石田佳四郎

小林正明

鈴木茂吉

仲田修二

町塚正博

八木晋介

7

3

7

3

8

3

大石正史

櫻田昌也

鈴木宏美

仲山寛治

松永勝裕

山崎照昌

8

6

3

6

7

5

大川鉄男

澤入秀美

鈴木雅雄

夏目英明

松林　崇

山本正信

6

4

6

8

2

11

川村憲久

杉浦　聡

土屋富久夫

野原千枝

村松保伸

渡邉靖之

6

5

7

3

6

6

倉嶋正敏

杉本悟基

長瀬　隆

一言藤夫

森　雅弘

3

3

2

6

6

石川　修

塚本法樹

2

2

坂口　博

西田教幸

6

2

匂坂政勝

松井憲次

5

2

榛葉和吉

山下浩一

2

1

鈴木雅徳 3

第1区〈44名〉
掛川市

第2区〈45名〉
島田市
川根本町

選任区域 氏名等

第3区〈38名〉
菊川市
御前崎市

第4区〈28名〉
吉田町
牧之原市

第5区〈29名〉
藤枝市
焼津市
静岡市

（旧庵原郡蒲原町を除く）

第6区〈9名〉
袋井市、磐田市、

浜松市（天竜区を除く）、周智郡

※氏名右の数字は総代就任回数2022年6月1日現在

3 総代の氏名等（193名、敬称略、五十音順）
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※法人役員と個人事業主を分類しています。

第１号議案

第２号議案

第３号議案

第４号議案

第５号議案

第６号議案

剰余金処分案承認の件

定款一部変更の件

理事の定年退任に伴う理事選任の件

監事の定年退任に伴う監事選任の件

退任役員への退職慰労金贈呈の件

会員除名の件

法人役員
個人事業主
個人

176
7
10

30代
40代
50代
60代
70代

0
13
52
63
65

製造業
建設業
小売業
サービス業
その他

86
36
28
16
17

総代の属性別構成比

1. 職業別 2. 業種別 3. 年代別

第121期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）業務報告、
貸借対照表及び損益計算書報告の件

（1） 報告事項 （2） 決議事項

　2022年6月17日開催の第121期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり承認されま
した。

掛川グランドホテル

第121期通常総代会の決議事項等4

個人
5.2％

個人事業主
3.6％

法人役員
91.2％

製造業
47.0％

建設業
19.7％

小売業
15.3％

サービス業
8.7％

その他
9.3％

50代
26.9％

60代
32.7％

70代
33.7％

40代
6.7％

30代
0.0％
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経
営
企
画
部

地
域
サ
ポ
ー
ト
部

※1

※2

理事 大久保節夫、野中 勝は、信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界
申し合わせ」に基づく職員外理事です。
監事 石割 誠、堀川直子は、信用金庫法第32条第5項に定める員外監事です。

本店営業部・島田本店営業部 支  店

総
務
担
当

管
財
担
当

主
計
担
当

企
画
担
当

Ｄ
Ｘ
担
当

人
材
開
発
担
当

人
事
担
当

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
担
当

リ
ス
ク
統
括
担
当

融
資
管
理
担
当

融
資
企
画
担
当

口
振
担
当

資
金
担
当

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
統
括
担
当

地
域
サ
ポ
ー
ト
担
当

融
資
部

人
事
部

リ
ス
ク
統
括
部

総
務
部

資
金
運
用
担
当

証
券
国
際
担
当

資
金
証
券
部

事
務
集
中
部

営
業
店
統
括
担
当

事
務
管
理
担
当

シ
ス
テ
ム
担
当

シ
ス
テ
ム
管
理
部

営
業
店
サ
ポ
ー
ト
担
当

地
方
創
生
部

経営管理本部（掛川）

市 川 　 公

伊 藤 勝 英

千 葉 靖 史

井 野 　 守

松 浦 　 功

天 野 佳 弘

小 澤 　 浩

佐 藤 哲 哉

林 　 伸 哉

大 石 久 志

杉 本 英 記

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

常勤

会長（代表理事）

理事長（代表理事）

専務理事（代表理事）

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

理事　資金証券部長

理事　総務部長

理事　融資部長

理事　経営企画部長

岩 原 茂 雄

三 浦 忠 司

大 久 保 節 夫

野 中 　 勝

岩 堀 昭 義

松 井 孝 司

中 村 英 之

石 割 　 誠

堀 川 直 子

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

非常勤

常勤

常勤

非常勤

非常勤

理事　相談役 

理事 

理事 

理事 

理事 

監事 

監事 

監事 

監事 

常・非常勤 役職名 氏名 常・非常勤 役職名 氏名

※1

※1

※2

※2

その他委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

ALM管理委員会

賞罰委員会

常設委員会

業務組織・役員

業務組織図

理事・監事の氏名及び役職名（2022年6月17日現在）

審
査
担
当

資
産
査
定
担
当

事務管理本部（島田）営業統括本部（島田）

地
方
創
生
担
当

管
理
担
当

経営会議

常務会

監
査
担
当

監
査
部

営
業
融
資
事
務
担
当

法
人
営
業
担
当

個
人
営
業
担
当

テ
ラ
ー
担
当

内
務
担
当

営
業
融
資
事
務
担
当

法
人
営
業
担
当

個
人
営
業
担
当

テ
ラ
ー
担
当

内
務
担
当

総代会

理事会 監事会

常勤監事

常務理事

専務理事

会長

理事長

常勤理事

2022年7月1日現在
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1879年（明治12年）

1892年（明治25年）

1901年（明治34年）

1929年（昭和4年）

1936年（昭和11年）

1950年（昭和25年）

1951年（昭和26年）

1952年（昭和27年）

2019年（令和元年）

2019年（令和元年）

2020年（令和2年）

2020年（令和2年）

11月24日

7月  8日

6月24日

6月  5日

4月27日

3月  1日

10月20日

2月21日

6月24日

11月22日

5月12日

6月22日

2020年（令和2年）

2020年（令和2年）

2020年（令和2年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2021年（令和3年）

2022年（令和4年）

7月  1日

10月  1日

11月16日

2月  8日

5月17日

7月12日

8月10日

9月13日

10月11日

10月18日

3月14日

常務理事
井野　守

常務理事
天野佳弘

会長
市川　公

理事長
伊藤勝英

専務理事
千葉靖史

常務理事
松浦　功

常務理事
小澤　浩

常勤監事
松井孝司

常勤理事
大石久志

常勤理事
佐藤哲哉

常勤理事
林　伸哉

常勤理事
杉本英記

常勤監事
中村英之

歩み

沿革

歩み

　二宮尊徳の高弟である岡田良一郎が地域振興を目的として1879年（明治12年）に設立した
勧業資金積立組合が、現在の島田掛川信用金庫の前身です。

　岡田良一郎は同年、佐野城東郡（現在の掛川市と菊川市の南部）の郡長に命じられたのを機に、産業
発展を推進するため、資産金貸附所の実力を倍加することを目的として、別に勧業資金積立の組合を
作って事業を始めました。これが旧掛川信用金庫の創始です。
　一方、旧島田信用金庫は1929年（昭和4年）6月に「有限責任島田町信用組合」として歩みを始めま
した。
　迎えた2019年（令和元年）6月に旧掛川信用金庫と旧島田信用金庫は合併し、「島田掛川信用金庫」
として歩みを始めました。

勧業資金積立組合「資産金貸附所」を設立 

「掛川信用組合」に改組

産業組合法による「有限責任掛川信用組合」に改組

「有限責任島田町信用組合」を設立 

「保証責任掛川信用組合」に改組

中小企業等協同組合法施行に伴い「掛川信用協同組合」に改組

信用金庫法施行に伴い「島田信用金庫」に改組

信用金庫法施行に伴い「掛川信用金庫」に改組

掛川信用金庫と島田信用金庫が合併し「島田掛川信用金庫」となる

創立140周年記念式典開催

第23回信用金庫社会貢献賞「地域活性化しんきん運動・優秀賞」受賞

昼休業の導入開始（2022年7月1日現在 11店舗）

サテライト店舗の運営開始（2022年7月1日現在 8店舗）

「アプリバンキング」の取扱い開始

金谷扇町支店を金谷支店に統合し新築移転オープン

本店営業部アピタ掛川出張所を下俣支店へ統合

吉田北支店を神戸支店に統合し新築移転オープン

大東南支店を大東支店へ統合

小笠東支店を小笠支店へ統合

浜岡北支店を浜岡支店へ統合

御前崎西支店を御前崎支店へ統合

菊川駅前支店を菊川支店へ統合

第1回地方創生SDGs金融表彰受賞

岡田良一郎之像（本店）
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当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金、定期積金、別段預金、納税
準備預金、非居住者円預金、外貨預金等

（1）貸付
手形貸付、証書貸付及び当座貸越

（2）手形の割引
銀行引受手形、商業手形及び荷付為替手形等の割引

国債等公共債の売買業務

預金の支払準備及び資金運用のため、国債、地方債、社債、株式、その他の証券
への投資

送金為替、当座振込及び代金取立等

輸出、輸入及び外国送金その他外国為替に関する各種業務

（1）代理業務
① 日本銀行歳入代理店
② 地方公共団体の公金取扱業務
③ 株式払込金の受入代理業務及び株式配当金、
     公社債元利金の支払代理業務
④ 信金中央金庫等の代理貸付業務

（2）貸金庫業務

（3）有価証券の貸付

（4）債務の保証

（5）国債等公共債の窓口販売

（6）保険商品の窓口販売（保険業法第275条第1項により行う保険募集）

（7）電子債権記録業に係る業務

（8）確定拠出年金受付業務

CONTENTS

財務諸表

経営指標

預金業務

貸出業務

証券業務他

単体自己資本充実の状況

連結情報

連結財務諸表

連結自己資本充実の状況

報酬体系について

30

35

37

38

39

41

48

49

53

59

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

主要な事業内容 

1    預金業務

2    貸出業務

3    商品有価証券売買業務

4    有価証券投資業務

5    内国為替業務

6    外国為替業務

7    附帯業務

資料編
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2021年度2021年度 2020年度2020年度

貸借対照表

科　目
2022年3月31日

11,163

161,733

－
141

547,205

113,836

40,390

72,397

3,764

316,816

352,842

1,467

23,736

293,003

34,634

19

19

5,979

189

3,940

－
1,046

802

8,823

3,091

4,416

237

357

720

125

38

28

59

1,247

1,926
△4,405

（△4,222）

1,086,803

9,950

130,570

3

176

545,832

117,463

47,259

81,155

3,357

296,595

348,321

1,389

23,524

290,197

33,210

28

28

5,722

204

3,940

0

986

591

8,392

3,109

4,084

232

152

813

143

49

33

60

135

2,147
△4,653

（△4,173）

1,046,770

科　目
2022年3月31日

（ 負債の部 ）
預金積金
　当座預金
　普通預金
　貯蓄預金
　通知預金
　定期預金
　定期積金
　その他の預金
借用金
　借入金
その他負債
　未決済為替借
　未払費用
　給付補塡備金
　未払法人税等
　前受収益
　払戻未済金
　払戻未済持分
　職員預り金
　リース債務
　資産除去債務
　その他の負債
賞与引当金
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金 
債務保証
負債の部合計
（ 純資産の部 ）
出資金
　普通出資金
利益剰余金  
　利益準備金 
　その他利益剰余金 
　　特別積立金
　　（経営安定強化積立金）
　　当期未処分剰余金
処分未済持分
会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計 

（単位：百万円）

1,025,128

37,303

425,122

2,768

2,434

502,802

38,678

16,018

475

475

2,323

291

416

16

239

112

41

3

539

301

61

300

392

1,630

200

73

34

1,926

1,032,184

2,053

2,053

63,491

2,095

61,395

56,648

（2,000）
4,747
△7

65,537

△10,917
△10,917

54,619

1,086,803

972,017

30,800

386,675

2,860

980

482,857

44,919

22,923

540

540

2,367

348

505

19

191

114

36

1

525

295

60

268

400

1,678

220

71

31

2,147

979,474

2,095

2,095

60,849

2,133

58,716

55,648

（2,000）
3,068
△5

62,939

4,356

4,356

67,296

1,046,770

2021年3月31日2021年3月31日

用語解説

預 け 金

外 国 他 店 預け

未 決 済 為 替 貸

繰 延 税 金 資 産

債 務 保 証 見 返

貸 倒 引 当 金

▲
▲

▲
▲

▲
▲

当金庫が他の金融機関に預けている預金のことで、信金中央金庫の
定期預金が主なものです。
外貨による為替決済のために当金庫が外国為替取扱金融機関に預け
ている外貨の預け金です。
他の金融機関からお客さまに振込みがあった場合の立て替え払いを
表したものです。
税効果会計の適用により、将来回収が見込まれる税金の額を表した
ものです。
取引先の債務を保証した場合その取引先に対する求償権等を表した
ものです。
貸出金などに対して将来の貸倒損失を見込みあらかじめ積み立てた
ものです。

お客さまから振込依頼を受けたとき相手金融機関に支払うまでの間、
為替資金を一時的に預かっているものです。
定期積金の掛け込み状況に基づき、初回掛け込みから期末までに発
生した給付補てん金（未払利息相当額）を留保しているものです。
当金庫の職員からの預かり金です。
信用保証協会の責任共有制度により､将来の負担金支払いを見込ん
であらかじめ積み立てたものです｡
利益計上した睡眠預金について、お客さまからの払戻請求に備えて、
将来の払戻見込額をあらかじめ積み立てたものです。
代理貸付等に伴ってお客さまの債務を当金庫が委託機関等に対して
負っている保証債務です。主なものに信金中央金庫、株式会社商工組
合中央金庫等の代理貸付に伴って行われる保証などがあります。
毎事業年度の剰余金（当期純利益）のうちから法律で積み立てが義務
づけられている積立金です。　

未 決 済 為 替 借

給 付 補 塡 備 金

職 員 預 り 金
偶発損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金

債 務 保 証

利 益 準 備 金

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

（ 資産の部 ）
現金 
預け金 
コールローン 
買入金銭債権 
有価証券 
　国債
　地方債
　社債
　株式
　その他の証券
貸出金 
　割引手形
　手形貸付
　証書貸付
　当座貸越
外国為替 
　外国他店預け
その他資産 
　未決済為替貸
　信金中金出資金
　前払費用
　未収収益
　その他の資産
有形固定資産 
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産 
　ソフトウェア
　リース資産
　その他の無形固定資産
繰延税金資産 
債務保証見返 
貸倒引当金 
　（うち個別貸倒引当金）

資産の部合計

財務諸表
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2021年度2020年度 2021年度2020年度

2021年4月  1日から
2022年3月31日まで

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

2021年度2020年度
科　目

（単位：千円）

剰余金処分計算書

（単位：千円）

損益計算書

科　目 2021年4月  1日から
2022年3月31日まで

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

科　目 2021年4月  1日から
2022年3月31日まで

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

　2020年度及び2021年度の貸借対照表、損益計算書及び
剰余金処分計算書は、信用金庫法第38条の2第3項の規定に
基づき、ときわ監査法人の監査を受けております。

　2021年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分
計算書（以下、「財務諸表」という。）並びに財務諸表作成に係る
内部監査等について適正性・有効性等を確認しております。

4,747,518

41,995

4,789,513

（年3%）
61,446

1,000,000

1,061,446

3,728,067

当期未処分剰余金
利益準備金限度超過取崩額 
合計 
これを次のとおり処分します。
　普通出資に対する配当金

　特別積立金
　計
繰越金（当期末残高）

経常収益
　資金運用収益
　　貸出金利息
　　預け金利息
　　コールローン利息
　　有価証券利息配当金
　　その他の受入利息
　役務取引等収益
　　受入為替手数料
　　その他の役務収益
　その他業務収益
　　外国為替売買益
　　国債等債券売却益
　　その他の業務収益
　その他経常収益
　　貸倒引当金戻入益
　　償却債権取立益
　　株式等売却益
　　その他の経常収益
経常費用
　資金調達費用
　　預金利息
　　給付補塡備金繰入額
　　借用金利息
　　その他の支払利息
　役務取引等費用
　　支払為替手数料
　　その他の役務費用
　その他業務費用
　　国債等債券売却損
　　その他の業務費用
　経費
　　人件費
　　物件費
　　税金
　その他経常費用
　　貸出金償却
　　株式等売却損
　　その他資産償却
　　その他の経常費用

経常利益
特別利益
　固定資産処分益
特別損失
　固定資産処分損
　減損損失
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
繰越金（当期首残高）
当期未処分剰余金

3,919,851 

77 

77 

161,419

32,389

129,029

3,758,509 

714,216 

339,798 

1,054,014 

2,704,494 

2,043,023 

4,747,518 

15,263,791

12,751,330

5,121,989

119,369

3

7,411,356

98,611

1,090,340

569,500

520,839

781,311

1,985 

705,439

73,886

640,810

159,030

2,799

478,043

937

11,343,940

147,845

122,757

10,680

2,048

12,358

904,702

156,117

748,584

2,128,375

2,125,664

2,711

8,077,002

5,220,701

2,605,113

251,187

86,014

－
－

190

85,824

3,068,175

37,715

3,105,890

（年3%）
62,866

1,000,000

1,062,866

2,043,023

2,482,679 

－
－

147,621

24,665

122,956

2,335,057

559,983

54,478

614,462

1,720,595

1,347,580

3,068,175

12,615,552

11,076,732

5,106,330

141,882

37

5,729,646

98,835

1,140,454

623,377

517,076

176,988

1,596

17,998

157,393

221,376

71,579

807

120,740

28,248

10,132,872

191,156

163,441

13,496

2,164

12,053

913,710

181,381

732,328

573,841

569,885

3,956

8,282,850

5,362,513

2,654,069

266,266

171,314

868

49,558

1,566

119,320

財務諸表

2022年6月20日
     島田掛川信用金庫
                   理事長
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Shimada Kakegawa Shinkin Bank 2022

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、そ
の他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定)、た
だし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っており
ます。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。
また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込
む方法により行っております。

３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１
日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日以後に取
得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　　　７年～５０年
その他　　　　　　　　　　　２年～２０年

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。
なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」
中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却して
おります。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

６．外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
７．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産
の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和２年１０
月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主と
して今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３年間の貸
倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率
を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債
権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻
先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可
能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
なお、破綻先に対する担保債権については、債権額から担保評価額による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は３３９百万円であります。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査関連部署
が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しており、
その査定結果により上記の引当を行っております。

８．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込
額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。

９．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあ
たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付
算定基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理
方法は次のとおりであります。
過去勤務費用　　：発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異：発生事業年度に損益処理
当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合設立型
厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の額を合理的に
計算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として
処理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める

当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。
① 制度全体の積立状況に関する事項（令和３年３月３１日現在）
年金資産の額　　　　　　　　　　　１，７３２，９３０百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額　　　１，８１７，８８７百万円
差引額　　　　　　　　　　　　　　    △８４，９５７百万円

② 制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（令和３年３月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ０．７４９１％

③ 補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１７８，４６９
百万円及び別途積立金９３，５１１百万円であります。本制度における過去勤務債務
の償却方法は期間１９年０ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の
財務諸表上、当該償却に充てられる厚生年金基金特別掛金１３６百万円を費用処理
しております。
なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に
乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の実際の負担割合とは一致
しません。

１０．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対す
る退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められ
る額を計上しております。

１１．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担
金支払見込額を計上しております。

１２．睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻
請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額
を計上しております。

１３．消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）の会計処理は税抜方式によっ
ております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費
用に計上しております。

１４．会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目で
あって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、
次のとおりです。

貸倒引当金　　　　４，４０５百万円
　貸倒引当金の算出方法は重要な会計方針として７.に記載しております。
　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であり
ます。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の収益
獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場
合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能
性があります。

繰延税金資産　　　１，３５３百万円
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額
によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などに
よって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見
積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重
要な影響を与える可能性があります。

１５. 理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額 ２０百万円
１６．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額  ９百万円
１７．子会社等の株式の総額                                  １４百万円
１８．子会社等に対する金銭債権総額         　　９２０百万円
１９．子会社等に対する金銭債務総額                ３８１百万円
２０．有形固定資産の減価償却累計額          ９，６９６百万円
２１．貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用機器等の一部については、所有権

移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
２２．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は

次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元
本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、
当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によるものに
限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに債務保
証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを
行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）で
あります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　４，３６７百万円
危険債権額　　　　　　　　　　　　　　   １５，５９０百万円
要管理債権額　　　　　　　　　　　　　　       ７６７百万円
三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　３４９百万円
貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　４１８百万円
小計額　　　　　　　　　　　　　　　　   ２０，７２５百万円
正常債権額　　　　　　　　　　　　　　３３４，６２３百万円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　   ３５５，３４９百万円

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権
及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経
営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない
可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないもので
あります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以
上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権
に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権
並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。 
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出
条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

２３．手形割引は、日本公認会計士協会業種別監査委員会実務指針第２４号に基づき
金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額
は１，４６７百万円であります。

２４．国庫金等の取引の担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　有価証券　　　  　    １，３７７百万円
　預け金　　　　　　  ２，０５１百万円
　担保資産に対応する債務
　預金　　　  　　　    ４，００５百万円
　借用金　　　　　　　　４７５百万円
上記のほか、為替決済取引の担保として、預け金１３，０００百万円を差し入れ

ております。
また、その他の資産には、保証金９百万円が含まれております。

２５．出資１口当たりの純資産額        １，３３４円６４銭
２６．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当金庫は、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務を行って
おります。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総
合的管理（ＡＬＭ）をしております。

貸借対照表の注記
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（２）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客さまに対する貸
出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事
業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の
変動リスクに晒されております。
外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は、主としてお客さまからの預金であり、流動性リスクに晒

されております。また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒さ
れております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当金庫は、「信用リスク管理方針」に基づき、信用リスクに関する管理諸規
程を定め、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報
管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整
備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、定期的に経
営陣によるリスク管理委員会、ＡＬＭ委員会、経営会議、常務会、理事会を開
催し、審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、資金証券部において、信用情報

や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
② 市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理
当金庫は、「市場リスク管理方針」に基づき、市場リスクに関する管理諸規
程を定め、市場リスクの特定、評価及びモニタリングの方法を定め、明確に
する体制を整備し運営しております。日常的には、金利リスクの管理として
ＶａＲにより計測を行っており、バックテスト、ストレステストを実施するこ
とによりＶａＲの信頼性並びに当金庫の経営に与える影響度合いを検証し
ております。これらの市場リスク管理は、リスク統括部、資金証券部、経営企
画部により行われ、又、定期的にリスク管理委員会、ＡＬＭ委員会で協議検
討し、経営陣による経営会議、常務会、理事会に付議・報告しております。
（ⅱ）為替リスクの管理
当金庫は、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しており

ます。
（ⅲ）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、「余資運用規程」に基

づき資金証券部が行っております。
資金証券部では、市場運用商品の購入・売却等を行っており、事前審査、
投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスク
の軽減を図っております。
また、これらの情報は、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会、経営会議、常
務会、理事会において定期的に報告されております。
（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
当金庫では、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「職員預

り金」の市場リスク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量がリス
ク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫のＶａＲは分散共分散法（保有期間１２０日、信頼区間９９％、観
測期間２４０営業日）により算出しており、令和４年３月３１日（当事業年
度の決算日）現在で当金庫の市場リスク量（損失額の推計値）は、全体で
２４，３２６百万円です。
なお、当金庫では「有価証券」について、モデルが算出するＶａＲと実際
の損益を比較するバックテストを実施し、その精度を評価しております。使
用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考
えています。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に算出した
一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では予測できない
ほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があ
ります。そのためにＶａＲの限界を補完するため客観性、柔軟性を用いたス
トレステストを行い、観測期間に捉えきれなかったストレス事象の発生に
備えております。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、「流動性リスク管理方針」に基づき、流動性リスクに関する管理諸
規程を定め、流動性リスクを管理する体制を整備し運営しております。これら
の流動性リスクは、リスク統括部、資金証券部、事務部により管理が行われ、
又、定期的にリスク管理委員会にて、協議検討し、必要に応じて経営陣による
経営会議、常務会、理事会に報告しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち貸出金、預け金及び預金積金については、簡便な計算
により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

２７．金融商品の時価等に関する事項
令和４年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次の

とおりであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注１）参照）。なお、
市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注２）
参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時
価に代わる金額」を記載しております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（１）預け金

満期のない預け金及び無利息預け金については、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残
存期間に基づく区分ごとに、決算日における市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰ
レート)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

（２）有価証券
株式及び上場投資信託は取引所の価格、債券は取引金融機関から提示された価
格によっております。投資信託は、取引所の価格又は公表されている基準価額に
よっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については２８から２９に記載

しております。
（３）貸出金

貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び
個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額
として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの
見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額
（貸倒引当金控除前の額、以下｢貸出金計上額｣という）
② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰレート）で割り引いた金額

金融負債
（１）預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価と
みなしております。また、定期預金、積立定期及び定期積金の時価は、一定の期間ご
とに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出
結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、決算日における
市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰレート）の利率を用いております。

（２）借用金
借用金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しており
ます。その割引率は、市場金利（ＴＩＢＯＲ、ＳＷＡＰレート）を用いております。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（＊１）子会社・子法人等株式、非上場株式及び信金中央金庫出資金については、企業
会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和
2年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（令和元年7月4日）第27項に基づき、時価開示の対象とはし
ておりません。

（単位：百万円）

区　分
子会社・子法人等株式（＊１）
非上場株式（＊１）
信金中央金庫出資金（＊１）
組合出資金（＊２）
合 計

貸借対照表計上額
１４
５９

３，９４０
７３

４，０８８

財務諸表

（1）預け金（＊1）
（2）有価証券
　　その他有価証券
（3）貸出金（＊1）
　　貸倒引当金（＊2）

　　金融資産計
（1）預金積金（＊1）
（2）借用金（＊1）
　　金融負債計

１６１，７３３

５４７，０５８
３５２，８４２
△４，３４２
３４８，５００

１，０５７，２９３
１，０２５，１２８

４７５
１，０２５，６０３

１６１，８４５

５４７，０５８

３５５，２８４
１，０６４，１８８
１，０２５，３０４

４７６
１，０２５，７８０

１１１

－

６，７８３
６，８９５
１７６
１

１７７

貸借対照表
計上額

時　価 差　額

（単位：百万円）
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損益計算書の注記

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．子会社との取引による収益総額                  　    ２０，４６９千円
子会社との取引による費用総額             　　  ２１６，７６４千円

３．出資１口当たり当期純利益金額              　　　  　６５円２６銭
４．当金庫は、地区内の営業用店舗１件の土地建物等について、減損損失を特別損失
（１２９，０２９千円）として計上しております。
これらの営業用店舗等は、収益性の低下、不動産価格の下落及び使用目的の変化
等により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失としております。この減損損失のうち、土地に係るものは９，６０７千円、事業用建
物に係るものは１０４，０２５千円、その他の有形固定資産に係るものは１５，３９７
千円であります。
なお、営業用店舗等については、個別に継続的な収支の把握を行っていることか

ら営業店単位（ただし、連携して営業を行っている場合は１グループ）で、遊休資産に
ついては各資産単位でグルーピングしております。
また、本部、事務センター、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生
み出さないことから共用資産としております。
当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しているもの及び使
用価値により測定しているものがあります。正味売却価額により測定しているものに
ついては、固定資産税評価額等に基づき算出した時価額から処分費用等を控除した
金額に基づいております。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（＊）預け金のうち、満期のないもの及び、貸出金のうち、延滞貸出金、当座貸越等、償還
予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

預金積金のうち要求払預金は、「１年以内」に含めております。
２８．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これら

には、｢国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「投資信託」、「外国証券」、「その他の
証券」が含まれております。以下、２９まで同様であります。

その他有価証券

（注）貸借対照表計上額は、当事業年度末における市場価格等に基づく時価により計上
したものであります。

２９．当事業年度中に売却したその他有価証券

３０．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一
定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係
る融資未実行残高は、１３９，３６８百万円であります。このうち残存期間が１年以
内のものは、２６，６４３百万円であります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資
未実行残高そのものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与え
るものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及
びその他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶又
は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契
約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も
定期的に予め定めている金庫内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じ
て契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

３１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下の
とおりであります。
繰延税金資産
　貸倒引当金
　退職給付引当金　
　減損損失
　減価償却超過額
　賞与引当金
　その他有価証券評価差額金
　その他
　小 計
　評価性引当額
繰延税金資産合計

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金　　　 
　その他
　繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 

３２．会計方針の変更
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 令和元年７月４日。以
下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会
計基準第１９項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 令和
元年７月４日）第４４-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、
財務諸表に与える影響はありません。

３３．表示方法の変更
　信用金庫法施行規則の一部改正（令和２年１月２４日内閣府令第３号）が令和
４年３月３１日から施行されたことに伴い、信用金庫法の「リスク管理債権」の区分
等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分
等に合わせて表示しております。

８５０百万円
４４５百万円
１４５百万円
１５６百万円
１０７百万円

３，０５９百万円
３１２百万円

５，０７６百万円
△３，７２３百万円
 １，３５３百万円

１０４百万円
１百万円

１０６百万円
 １，２４７百万円

（単位：百万円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

預け金（＊）　　　　　　
有価証券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの
貸出金（＊）
合 計

　　　２，０００

２７，８２０

７４，４１８
　１０４，２３８

　　　－

９１，４６８

７２，６８２
１６４，１５０

５７，５００

６０，２７０

１０３，６４１
２２１，４１１

３２，７５１

４７，６４５

６４，４８４
１４４，８８０

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額

取得原価種　類 差　額

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

合 計

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小 計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小 計

３，１７８
１５４，２７０
６９，７４７
２９，１６７
５５，３５５
６１，２９６
２６，０４０
３５，１９２

６４
２１８，７４６

５１１
７２，３５４
４４，０８９
１１，２２２
１７，０４２
２５５，４４６
１４６，０５０
１０９，３９５

－
３２８，３１２
５４７，０５８

１，９８７
１５１，７１０
６８，０１９
２８，８６４
５４，８２７
５６，９７２
２３，５７６
３３，３８０

１５
２１０，６７１

５６３
７３，８７４
４５，４２７
１１，２９２
１７，１５４
２７２，７６３
１６０，５８０
１１２，１８２

－
３４７，２００
　５５７，８７１

１，１９１
２，５５９
１，７２８
３０３
５２７

４，３２４
２，４６３
１，８１１
４８

８，０７５
△５１

△１，５１９
△１，３３８
△６９
△１１１

△１７，３１６
△１４，５２９
△２，７８７

－
△１８，８８８
△１０，８１２

（単位：百万円）

５７
２２，３５１
２２，３５１

－
－

４４，５４７
３４，１３２
１０，４１５
６６，９５６

４２
２８３
２８３
－
－

８５１
４３６
４１５

１，１７８

－
３２７
３２７
－
－

１，７９４
１，７９４

－
２，１２２

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
合 計

売却額 売却損の合計額売却益の合計額

（単位：百万円）

預金積金
借用金
合 計

９２７，１８１
６５

９２７，２４６

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

８７，３０２
２６０

８７，５６２

２１
７５
９６

１０，６２４
７５

１０，６９９
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（単位：千円）

2021年度2020年度
（単位：千円）

2021年度2020年度

（単位：千円）

2021年度2020年度

（単位：千円）

2021年度2020年度

（単位：千円）

2021年度2020年度

（単位：平均残高･百万円、利息･千円）

平均残高
2021年度2020年度 2021年度2020年度 2021年度2020年度

利　息 利回り

役務取引の状況

業務粗利益

業務純益

資金運用収支の内訳

その他業務利益の内訳

経費の内訳

(注）資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（2020年度605百万円、2021年度628百万円）を控除して表示しております。

（注） 
業務粗利益率＝

資金運用勘定平均残高
業務粗利益

×100

役務取引等収益
　受入為替手数料
　その他の受入手数料
　その他の役務取引等収益
役務取引等費用
　支払為替手数料
　その他の支払手数料
　その他の役務取引等費用

1,090,340
569,500
520,839

－
904,702
156,117

89,227
659,357

資金運用収支
　資金運用収益
　資金調達費用
役務取引等収支
　役務取引等収益
　役務取引等費用
その他業務収支
　その他業務収益
　その他業務費用
業務粗利益
業務粗利益率

12,603,484
12,751,330

147,845
185,637

1,090,340
904,702

△1,347,063
781,311

2,128,375
11,442,058

1.11%

1,140,454
623,377
517,076

－
913,710
181,381

66,560
665,768

10,885,576
11,076,732

191,156
226,743

1,140,454
913,710

△396,852
176,988
573,841

10,715,467
1.07%

業務純益
実質業務純益
コア業務純益
コア業務純益（投資信託解約損益を除く）

3,410,996
3,410,996
4,831,221
3,087,445

その他業務収益
　外国為替売買益
　商品有価証券売買益
　国債等債券売却益
　国債等債券償還益
　金融派生商品収益
　その他の業務収益
その他業務費用
　外国為替売買損
　商品有価証券売買損
　国債等債券売却損
　国債等債券償還損
　国債等債券償却
　金融派生商品費用
　その他の業務費用
その他業務利益

781,311
1,985

－
705,439

－
－

73,886
2,128,375

－
－

2,125,664

－
－
－

2,711
△1,347,063

2,479,854
2,479,854
3,031,740
2,101,423

176,988
1,596

－
17,998

－
－

157,393
573,841

－
－

569,885

－
－
－

3,956
△396,852

1,029,519
347,945
114,787

1

－ 
562,662
980,210
978,708

－ 
523

－ 

資金運用勘定
　貸出金
　預け金
　コールローン
　商品有価証券
　有価証券
資金調達勘定
　預金積金
　譲渡性預金
　借用金
　コールマネー

12,751,330
5,121,989

119,369
3

－
7,411,356 

147,845
133,438

－
2,048

－

1.23
1.47
0.10
0.19

1.31
0.01
0.01

0.39

1,000,462
342,808
133,089

3

－ 
520,407
951,696
950,218

－ 
692

－ 

11,076,732
5,106,330

141,882
37

－
5,729,646

191,156
176,938

－
2,164

－

1.10
1.48
0.10
1.08

1.10
0.02
0.01

0.31

人件費
　報酬給料手当
　退職給付費用
　その他
物件費
　事務費
　　旅費・交通費
　　通信費
　　事務機械賃借料
　　事務委託費
　　その他
　固定資産費
　　土地建物賃借料
　　保全管理費
　　その他
　事業費
　　広告宣伝費
　　交際費・寄贈費・諸会費
　　その他
　人事厚生費
　預金保険料
　有形固定資産償却
　無形固定資産償却
税金
合計

5,220,701
4,108,292

474,394
638,014

2,605,113
1,167,665

2,565
113,098

12,010
814,631
225,359
542,115

92,712
327,142
122,261
120,184

54,519
45,053
20,611
47,710

283,241
413,478

30,717
251,187

8,077,002

5,362,513
4,218,116

480,796
663,600

2,654,069
1,142,059

2,316
116,068

12,315
779,646
231,712
601,611
103,168
328,161
170,281
126,029

59,619
42,039
24,370
48,423

290,927
413,600

31,418
 266,266

 8,282,850

%
%
%
%
－
%
%
%
－
%
－

%
%
%
%
－
%
%
%
－
%
－

業務純益＝業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
業務費用には、例えば人件費のうちの役員賞与等のような臨時的な経費等を含
まないこととしています。
　また、貸倒引当金繰入額が全体として繰入超過の場合、一般貸倒引当金繰入額
（または取崩額）を含みます。
実質業務純益＝業務純益　一般貸倒引当金繰入額
実質業務純益は、業務純益から、一般貸倒引当金繰入額の影響を除いたものです。
コア業務純益＝実質業務純益－国債等債券損益
国債等債券損益は、国債等債券売却益、国債等債券償還益、国債等債券売却損、
国債等債権償却損、国債等債券償却を通算した損益です。

（注）1． 

2．

3． 

経営指標
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2021年度2020年度

利益率

（注） 総資産経常利益率
（総資産当期純利益率）

＝
総資産平均残高（債務保証見返を除く）

経常利益（当期純利益）
×100

総資産経常利益率
総資産当期純利益率

0.37

0.25

0.23

0.16

（単位：千円）

2020年度
残高による増減 残高による増減純増減 純増減

受取・支払利息の増減

2021年度
利率による増減

（単位：百万円）

貸倒引当金内訳

2021年度2020年度

利 鞘

（単位：千円）

2021年度2020年度

貸出金償却

（単位：百万円）

2021年度2020年度

常勤役職員１人当たり預金積金･貸出金残高

（単位：百万円）

2021年度2020年度

１店舗当たり預金積金･貸出金残高

（単位：百万円）

2021年度2020年度

預貸率
（単位：百万円）

2021年度2020年度

預証率

2020年度
2021年度
2020年度
2021年度
2020年度
2021年度

期首残高
目的使用 その他

当期減少額
当期増加額 期末残高

受取利息
　うち貸出金
　うち預け金
　うち商品有価証券
　うち有価証券
支払利息
　うち預金積金
　うち譲渡性預金
　うち借用金

545,116

72,366

△19,105

－
491,953

5,752

5,484

－
28

1,674,597

15,658
△22,512

－
1,681,709

△43,310
△43,500

－
△115

1,129,481

△56,708
△3,407

－
1,189,756

△49,063
△48,984

－
△144

1,890,495

834,939

△21,184

－
1,069,595

26,573

24,556

－
582

1,325,886

782,606
△41,550

－
531,085

12,823

11,554

－
439

△564,608
△52,333
△20,366

－
△538,510
△13,750
△13,002

－
△142

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、両者の増減割合に応じて按分しております。

資金運用利回り
資金調達原価率
総資金利鞘

貸出金償却額

預金積金残高
貸出金残高

1,381

475

預金積金残高
貸出金残高

20,920

7,200

1,301

466

17,673

6,333

貸出金（A）
預金積金（B）

預貸率
（A／B）
期中平均

352,842

1,025,128

34.41%
35.55%

348,321

972,017

35.83%
36.07%

有価証券（A）
預金積金（B）

預証率
（A／B）
期中平均

547,205

1,025,128

53.37%
57.49%

545,832

972,017

56.15%
54.76%

一般貸倒引当金

個別貸倒引当金

合計

479

183

4,113

4,159

4,593

4,342

424

479

5,351

4,173

5,775

4,653

－
－

 1,050

89

 1,050

89

479

183

4,173

4,222

4,653

4,405

424

479

4,240

4,021

4,664

4,501

%
%
%

1.23

0.83

0.40

1.10

0.88

0.22

%
%
%

－868

%
%

%
%

利率による増減
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（単位：百万円）

残　高 構成比残　高 構成比

2021年度2020年度

（単位：百万円）

残　高 構成比残　高 構成比

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

預金科目別残高

預金者別残高

会員・非会員別残高

預金・譲渡性預金平均残高

定期預金残高

科　目

当座預金
普通預金
貯蓄預金
通知預金
別段預金
納税準備預金
定期預金
定期積金
外貨預金
合計

37,303

425,122

2,768

2,434

15,970

28

502,802

38,678

19

1,025,128

個人
一般法人
金融機関
公金
合計

785,554

196,891

1,829

40,853

1,025,128

76.6

19.2

0.1

3.9

100.0

764,363

174,562

359

32,731

972,017

78.6

17.9

0.0

3.3

100.0

会員
非会員
合計

413,408

611,718

1,025,128

流動性預金
定期性預金
その他
計
譲渡性預金
合計

444,713

533,968

26

978,708

－
978,708

 387,533

584,484

972,017

 412,196

537,999

23

950,218

－
950,218

定期預金
　固定金利定期預金
　変動金利定期預金

502,802

502,623

179 

 482,857

482,663

194

流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金＋別段預金＋納税準備預金
定期性預金＝定期預金＋定期積金
その他の預金＝外貨預金

（注）1． 
2． 
3．

3.6

41.4

0.2

0.2

1.5

0.0

49.0

3.7

0.0

100.0

30,800

386,675

2,860

980

22,856

35

482,857

44,919

31

972,017

3.1

39.7

0.2

0.1

2.3

0.0

49.6

4.6

0.0

100.0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

%
%
%
%
%

預金業務
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貸出金科目別残高･平均残高

貸出金業種別内訳

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

残　高 平均残高残　高 平均残高
2021年度2020年度

（単位：百万円）

残　高 構成比残　高 構成比

（単位：百万円）

2021年度2020年度
貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度
（単位：百万円）

2021年度2020年度

（単位：百万円）

2021年度2020年度

会員・非会員別貸出金残高 貸出金の担保別内訳

消費者ローン・住宅ローン残高

債務保証見返の担保別内訳

代理貸付残高の内訳

固定･変動金利別貸出金残高

貸出金使途別残高

325,728
27,114

352,842

会員
非会員
合計

8,374
5

－
48,866

－
148,939

39,495
 107,161
352,842

143 

－
－

881

－
56

－
844 

1,926

1,716

－ 

1,078
 

68

 
162

 

60 
  
 3,086

47 

－
－

967

－
62

－
1,070 
2,147

2,047

－ 

1,327
 

82

 
205

 

44 
  
 3,707

割引手形
手形貸付
証書貸付
当座貸越
合計

1,467
23,736

293,003 
34,634

352,842

1,438
23,080

291,569 
31,857

347,945

製造業
農業･林業
漁業
鉱業･採石業･砂利採取業
建設業
電気･ガス･熱供給･水道業
情報通信業
運輸業･郵便業
卸売業･小売業
金融業・保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究･専門･技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業･娯楽業
教育･学習支援業
医療･福祉
その他のサービス
小計
地方公共団体
個人（住宅、消費、納税資金等）
合計

64,617
363
931

1,634
33,499

1,341
153

7,936
24,060

1,518
33,136

1,250
1,793
1,981
3,916
9,006
1,684
6,381
9,180

204,386
15,655

132,801
352,842

186,334 
166,508
352,842

設備資金
運転資金
合計

352,842
199,575
153,267

321,683
26,637

348,321

348,321
208,230
140,090

貸出金
　固定金利
　変動金利

18.3
0.1
0.3
0.5
9.5
0.4
0.0
2.2
6.8
0.4
9.4
0.4
0.5
0.6
1.1
2.6
0.5
1.8
2.6

57.9
4.4

37.6
100.0

1,389
23,524

290,197 
33,210

348,321

1,539 
25,222

281,125
34,920

342,808

 63,974
539

1,020
1,466

32,505
1,236

156
7,412

24,519
1,641

31,778
1,374
1,524
1,985
3,586
9,041
1,709
8,239
8,930

202,642
13,259

132,419
348,321

18.4
0.2
0.3
0.4
9.3
0.4
0.0
2.1
7.0
0.5
9.1
0.4
0.4
0.6
1.0
2.6
0.5
2.4
2.6

58.2
3.8

38.0
100.0

住宅ローン
消費者ローン
合計

111,527
10,740

122,267

 8,715

－
－

51,078

－
147,103

41,960
99,462

 348,321

110,292
10,788

 121,080

当金庫預金積金
有価証券
動産
不動産
その他
信用保証協会・信用保険
保証
信用
合計

当金庫預金積金
有価証券
動産
不動産
その他
信用保証協会・信用保険
保証
信用
合計

信金中央金庫
株式会社
日本政策金融公庫

独立行政法人
住宅金融支援機構

独立行政法人
中小企業基盤整備機構

独立行政法人
福祉医療機構

株式会社
商工組合中央金庫
合計

52.8
47.2

100.0

178,356 
169,964
348,321

51.2
48.8

100.0

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
% 

% 

%
% 

% 

貸出業務
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商品有価証券平均残高

合　計

有価証券の残存期間別残高

有価証券の時価情報

2021年度2020年度

有価証券平均残高

（単位：百万円）

2020年度

（単位：百万円）

1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの

合　計2021年度 1年以下 1年超
3年以下

3年超
5年以下

5年超
7年以下

7年超
10年以下 10年超 期間の定めの

ないもの

［該当ありません］

［該当ありません］

売買目的有価証券1

満期保有目的の債券2

国債
地方債
短期社債
社債
株式
外国証券
その他の証券
合計

　償却原価法に基づくアキュムレーション・アモチゼーション、減損処理を実施し、金融商品の時価会計基準に則り定められた保有区
分ごとに表示しております。

国債
地方債
短期社債
社債
株式
外国証券
その他の証券

国債
地方債
短期社債
社債
株式
外国証券
その他の証券

120,358 

43,387 

－
75,095 

2,357 

130,738 

190,726

562,662 

114,535 

50,052 

－
87,946 

1,819 

87,348 

178,704 

520,407 

113,836 

40,390 

－
72,397 

3,764 

144,587 

172,228 

－
－
－
－

3,764 

73,848 

31,968 

73,678 

17,146 

－
17,018 

－
3,619 

－

0 

2,624 

－
4,495 

－
52,396 

100,433 

0 

1,331 

－
11,854 

－
5,124 

15,349 

1,925 

2,577

－
6,663 

－
5,718 

15,644

12,553 

9,648 

－
19,467 

－
3,680 

8,832 

25,679 

7,061 

－
12,897 

－
199 

－

117,463 

47,259 

－
81,155 

3,357 

115,941 

180,653 

－
－
－
－

3,357 

90,796 

14,366 

77,497 

18,454 

－
18,789 

－
0 

－

0 

2,324 

－
9,581 

－
6,821 

112,203 

0 

1,237 

－
6,607 

－
9,409 

16,386 

6,234

5,239

－
9,913

－
3,384

16,904

21,335 

13,899 

－
27,631 

－
1,968 

20,792 

12,396 

6,104 

－
8,631 

－
3,561 

－

証券業務他

［該当ありません］
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金銭の信託の時価情報

貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの

貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの

合計

（単位：百万円）

貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

種　類 貸借対照表
計上額 取得原価 差　額

2021年度2020年度

（単位：百万円）

貸借対照表計上額貸借対照表計上額

2021年度2020年度

デリバティブ取引・通貨関連取引

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小計

その他有価証券3

市場価格のない株式等及び組合出資金4

［該当ありません］

運用目的の金銭の信託1

［該当ありません］

満期保有目的の金銭の信託2

［該当ありません］

その他の金銭の信託3

［該当ありません］

通貨関連取引1

［該当ありません］

金利関連取引2

［該当ありません］

株式関連取引3

［該当ありません］

債券関連取引4

［該当ありません］

商品関連取引5

［該当ありません］

クレジットデリバティブ取引6

貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づいております。
市場価格のない株式等及び組合出資金は本表に含めておりません。

（注）1． 
2．

1,191

2,559

1,728

303

527

4,324

2,463

1,811

48

8,075

△51

△1,519

△1,338

△69

△111

△17,316

△14,529

△2,787

－
△18,888

△10,812

1,987

151,710

68,019

28,864

54,827

56,972

23,576

33,380

15

210,671

563

73,874

45,427

11,292

17,154

272,763

160,580

112,182

－
347,200

557,871

3,178

154,270

69,747

29,167

55,355

61,296

26,040

35,192

64

218,746

511

72,354

44,089

11,222

17,042

255,446

146,050

109,395

－
328,312

547,058

1,089

4,645

3,045

646

953

7,054

2,713

4,270

70

12,789

△13

△610

△556

△13

△40

△6,253

△6,081

△171

－
△6,877

5,912

2,081

207,317

87,866

44,462

74,988

140,612

33,954

106,641

15

350,011

125

34,526

27,108

2,163

5,255

155,071

149,871

5,200

－
189,724

539,735

3,171

211,962

90,911

45,109

75,941

147,667

36,668

110,912

86

362,801

112

33,916

26,552

2,149

5,214

148,818

143,789

5,029

－
182,847

545,648

14

59

3,940

73

4,088

14

59

3,940 

110

4,124

子会社・子法人等株式
その他有価証券のうち非上場国内株式
その他有価証券のうち信金中央金庫出資金
その他有価証券のうち投資事業組合出資証券
合計
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自己資本充実の状況

2020年度 2021年度

自己資本比率

自己資本

リスク・アセット等（３）

コア資本に係る調整項目（２）

項     目
コア資本に係る基礎項目（１）

　2020年度末、2021年度末の自己資本は主にコア資本に係る基礎項目とコア資本に係る調整項目で構成されています。
（単位：百万円）

自己資本の構成に関する事項1

自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）

自己資本比率（（ハ）／（ニ））

324,231
△2,086
△2,086

－
22,908

－
－

347,140

65,533

125

－
125

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

125

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額   
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー 
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

　自己資本比率は運用している資産等のリスクに占める自己資本の割合で、金融機関の健全性を判断するうえで重要な指標です。
　当金庫の自己資本につきましては、地域のお客さまによる（普通）出資金にて調達しております。

 65,475
2,053

63,491
61
△7

183
183

－
－
－
－

65,659

62,876
2,095

60,849
62
△5

479
479

－
－
－
－

63,356

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

%18.87

296,334
△2,086
△2,086

－
20,972

－
－

317,307

63,213

143

－
143

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

143

19.92%

単体自己資本充実の状況
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リスク・アセット 所要自己資本額 所要自己資本額
2020年度 2021年度

（単位：百万円）

自己資本の充実に関する事項2

　当金庫はこれまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を十分に保ってい
ると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる事業計画に基づいた業務推進を通じ、そこから
得られる利益による資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

324,231
243,367

－
－
－
－
－
－
－

550
1,443

－
25,390
80,646
70,321
15,526
20,464

1,057
37

2,565

－
5,591
5,591

－
19,771

3,477

3,951

3,380

－

－

8,962

－
－
－
－

81,240
81,240

－
－
－
－
－

△2,086

1,680
30

22,908
347,140

12,969
9,734

－
－
－
－
－
－
－
22
57

－
1,015
3,225
2,812

621
818

42
1

102

－
223
223

－
790

139

158

135

－

－

358

－
－
－
－

3,249
3,249

－
－
－
－
－

△83

67
1

916
13,885

296,334
236,028

－
－
－
－
－
－
－

670
1,622

2
22,302
80,155
69,526
17,318
17,868

811
40

2,469

－
2,960
2,960

－
20,279

3,477

3,951

4,229

－

－

8,620

－
－
－
－

60,982
60,982

－
－
－
－
－

△2,086

1,407
3

20,972
317,307

11,853
9,441

－
－
－
－
－
－
－
26
64

0
892

3,206
2,781

692
714

32
1

98

－
118
118

－
811

139

158

169

－

－

344

－
－
－
－

2,439
2,439

－
－
－
－
－

△83

56
0

838
12,692

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計
① 標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金 
我が国の中央政府及び中央銀行向け 
外国の中央政府及び中央銀行向け 
国際決済銀行等向け 
我が国の地方公共団体向け 
外国の中央政府等以外の公共部門向け 
国際開発銀行向け 
地方公共団体金融機構向け 
我が国の政府関係機関向け 
地方三公社向け 
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 
法人等向け 
中小企業等向け及び個人向け 
抵当権付住宅ローン 
不動産取得等事業向け 
3月以上延滞等
取立未済手形 
信用保証協会等による保証付 
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達
手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった
部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他
外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連
調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

② 証券化エクスポージャー
証券化　　STC要件適用分 
　　　　　非STC要件適用分 
再証券化

③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　　　　ルック・スルー方式
　　　　　マンデート方式
　　　　　蓋然性方式（250％）
　　　　　蓋然性方式（400％）
　　　　　フォールバック方式（1250％）

④ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの
額に算入されなかったものの額

⑥ CVAリスク相当額を8％で除して得た額
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
ハ．単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

所要自己資本の額＝リスク・アセット×4% 
「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ･バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人
等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

（注）1． 
2． 
3．

4．

5．

リスク・アセット
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2020年度 2021年度2020年度 2021年度2020年度2020年度 2021年度2021年度2020年度 2021年度

地域区分
業種区分
期間区分

エクスポージャー
区分 3月以上延滞

エクスポージャー債　券 デリバティブ取引

信用リスクエクスポージャー期末残高

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引

（2） 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額（36ページ参照）

　当金庫の信用リスクの管理方針及び手続きにつきましては17ページをご覧ください。

（単位：百万円）
（1） 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高〈地域別・業種別・残存期間別〉

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）3

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

国内
国外
地域別合計

製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業・砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究･専門･技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業・娯楽業
教育･学習支援業
医療･福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
その他
業種別合計

1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの
残存期間別合計

（注）1． 
2． 
3．
4．
5．

オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
「3月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。
CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

772,064

14,234

786,299

77,504

646

1,006

1,642

41,382

8,895

1,791

12,208

29,923

129,067

38,671

1,250

2,678

2,012

5,752

11,160

1,812

7,704

11,538

265,044

112,739

21,866

786,299

139,261

139,577

43,168

48,807

82,607

234,112

98,764

786,299

355,322

－
355,322

66,190

646

1,006

1,642

40,881

1,496

178

8,413

25,867

1,613

35,776

1,250

2,678

2,012

5,752

11,146

1,812

7,704

10,310

16,103

112,739

97

355,322

57,535

34,116

23,494

26,000

70,750

142,212

1,212

355,322

751,083

23,829

774,913

76,960

816

1,108

1,475

40,024

8,664

1,701

13,106

30,516

114,629

37,197

1,375

2,427

2,025

5,524

10,999

1,825

9,645

10,890

270,301

113,039

20,655

774,913

124,096

167,018

50,732

42,803

94,813

234,832

60,616

774,913

350,990

－
350,990

65,659

816

1,108

1,475

39,523

1,366

177

7,909

26,309

1,768

34,296

1,375

2,427

2,025

5,524

10,985

1,825

9,645

10,057

13,625

113,039

46

350,990

61,286

33,124

23,419

23,028

70,303

138,562

1,264

350,990

225,727

14,141

239,868

9,885

－
－
－

500

7,297

1,000

3,682

3,899

5,221

2,796

－
－
－
－
－
－
－

1,100

204,342

－
141

239,868

47,669

47,961

19,673

20,806

11,857

91,900

－
239,868

242,020

23,699

265,719

10,085

－
－
－

500

7,196

1,000

5,082

4,099

5,829

2,796

－
－
－
－
－
－
－

700

228,252

－
176

265,719

32,208

67,644

27,312

19,775

22,509

96,270

－
265,719

－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

2,487

－
2,487

215

0

－
－

849

27

－
6

78

－
500

－
－

178

201

6

－
－
22

－
325

73

2,487

1,956

－
1,956

102

0

－
－

987

47

－
－
8

－
56

－
－

296

193

0

－
36

8

－
106

110

1,956

単体自己資本充実の状況
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2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度

目的使用額 期末残高 当期増減額期首残高
貸出金償却

個別貸倒引当金

（単位：百万円）
（3） 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（4） リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

告示で定める
リスク･ウェイト区分

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

エクスポージャーの額

2021年度2020年度

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

0

－
－
－
0

－
－
－
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0

1,745

1

0

－
687

－
－
7

251

－
533

－
8

274

213

92

2

45

86

－
271

4,222

－
－
－
－
81

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1

3

－
3

89

1,859

7

0

－
780

－
0

1

83

－
439

－
9

272

207

93

0

91

49

－
276

4,173

製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業・砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究･専門･技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業・娯楽業
教育･学習支援業
医療･福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
合計

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1250%
その他 
合計

株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR） 
株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベ
スターズ・サービス・インク（Moody's）、S&Pグ
ローバル・レーティング 
株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベ
スターズ・サービス・インク（Moody's）、S&Pグ
ローバル・レーティング、フィッチ・レーティング
ス（Fitch）のうち運用会社が使用する機関

（注）1． 
2． 

3．

格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェ
イトに区分しています。
エクスポージャーの種類ごとの判定に使用する適格格付機関
は以下のとおりです。
国内債券…
  
外国債券…

投資信託…

786,299

383

－
128,127

－
69,871

－
3,552

－
－
－
－

294,563

63,983

300

44,965

2,198

64,395

111,976

629

1,352

－
－

774,913

383

－
114,967

－
62,290

－
6,496

－
100

－
－

268,412

92,525

1,288

49,938

2,156

66,084

108,167

408

1,691

－
－

（注）当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。

△113

△6

△0

－
△93

－
△0

5

168

－
93

－
△0

2

6

△1

1

△45

36

－
△5

48

1,859

7

0

－
780

－
0

1

83

－
439

－
9

272

207

93

0

91

49

－
276

4,173

748

－
－
－
16

－
－
－
5

－
－
－
－

278

－
－
－
－
－
－
1

1,050

2,491

11

0

－
868

－
0

1

125

－
518

－
12

546

204

100

27

113

60

－
268

5,351

△631

△3

0

－
△87

－
△0

0

△41

－
△78

－
△3

△274

2

△7

△27

△22

△11

－
8

△1,177
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（単位：百万円）

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ信用リスク削減手法

ポートフォリオ 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度

（1） 保有する証券化エクスポージャーの額
　　及び主な原資産の
　　種類別の内訳

（2） 保有する証券化エクスポージャーの
　　適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの
　　残高及び所要自己資本の額等

［該当ありません］

［該当ありません］

信用リスク削減手法に関する事項4

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項5

証券化エクスポージャーに関する事項6

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー － －9,246 71,1339,663 69,662

（注）当金庫は適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

　証券化とは、金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み替え、第
三者に売却して流動化することを指します。
　一般的には証券の裏付けとなる原資産の保有者であるオリジネーターと、証券を購入する側である投資家に大きく分類されますが、
当金庫においては有価証券投資の一環としての投資家にあたり、オリジネーターとしての証券化取引は行っておりません。
　リスク管理については17ページの各種リスク管理方針に基づき適切に行っています。
　また、当金庫は標準的手法を採用し、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適切な会計処理を行って
います。
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下のとおりです。

国内債券…株式会社格付投資情報センター（R&I）、
　　　　　株式会社日本格付研究所（JCR） 

外国債券…株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会社日本格付研究所（JCR）
　　　　　ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
　　　　　S＆Pグローバル・レーティング

　自己資本規制における信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金
担保、保証などが該当します。
　当金庫では、融資審査に際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、様々な角度から可否の判断を慎重にし
ています。担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。従って、担保または保証に過度に依存
しないような融資の取上げ姿勢に徹しております。ただし、融資審査の結果、担保または保証が必要な場合には、お客さまへの十分な
説明を行い、ご理解いただいたうえで、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、不動産等、保証には、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民間保証、人的保証等があ
りますが、その手続きについては、当金庫の定める規程や事務取扱要領等により、適切な事務取扱い及び適正な評価をしております。
　また、割引手形、手形貸付、証書貸付、当座貸越、債務保証に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与信取引の範
囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、各種約定書等に基づき、法的に有効である
旨を確認のうえ、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。なお、自己資本規制で定められている信用リスク削減手法には、
適格担保として自金庫預金積金、保証として、しんきん保証基金、政府保証、その他未担保預金等が該当します。
　信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散されております。

単体自己資本充実の状況

［該当ありません］
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（2） 出資等エクスポージャーの
売却及び償却に伴う損益の額

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

（3） 貸借対照表で認識され、かつ、
損益計算書で認識されない評価損益の額

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

（4） 貸借対照表及び損益計算書で
認識されない評価損益の額

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

（1） 貸借対照表計上額及び時価

貸借対照表
計上額 時　価 貸借対照表

計上額 時　価

2020年度
区　分

2021年度
（単位：百万円）

2020年度 2021年度
（単位：百万円）

オペレーショナル・リスクに関する事項7

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項8

出資等エクスポージャーに関する事項9

（1）当金庫のオペレーショナル・リスクの管理方針及び手続きの概要につきましては、17ページをご覧ください。
（2）当金庫のオペレーショナル・リスク相当額算出につきましては、基礎的手法を採用しております。

　出資等エクスポージャーに関するリスク管理方針及び手続きの概要につきましては、17ページの信用リスク管理及び市場リスク管
理の欄をご覧ください。

　出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　上場株式等、上場優先出資証券に係るリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失額（VaR）（注1）によるリスク計測によって把握するとともに、
当金庫の抱える市場リスクの状況や、設定されたリスク限度枠、損失限度枠の遵守状況を、資金証券部統括理事及び理事長に報告しています。
　また、ストレステスト（注2）など複合的なリスクの分析を実施し、実施結果をリスク管理委員会にて協議・検討するとともに、必要に応じて理事会に付議・
報告する体制を整備しております。
　一方、非上場株式、投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定める「余資運用規程」「有価証券等保有・経理規程」に基づいた適正な運用・管理を
行っております。また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況については、適宜、
経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引に係る会計処理については、当金庫が定める「有価証券等保有・経理規程」及び日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実施指針」に
従った、適正な処理を行っております。

《定性的な開示事項》

売却益
売却損
償却

評価損益 評価損益 －

上場株式等
非上場株式等
合計

120

－
－

1,188

42

－
－

－

3,754

4,167

7,922

3,754

－
3,754

1,146

3,369

4,204

7,574

3,369

－
3,369

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

81,240

－
－
－
－

60,982

－
－
－
－

VaRとは
Value at Risk（バリュー・アット・リスク）
将来の特定の期間内に、ある一定の確率の範囲内で、ポートフォリオの現在価値がどの程度まで損失を被るかを、過去のある一定期間ごとのデータをもとに、理論的に算出された
値です。
ストレステストとは
「起こりうることではあるが、通常のリスク管理からは除外して考える」ような、市場の大きな変化に対して、保有する資産負債の価値が、どれだけ変化するかを把握する手法です。

（注）1． 

2． 
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金利リスクに関する事項10
（単位：百万円）

項番

IRRBB 1：金利リスク

1
2
3
4
5
6
7

8

イ ハロ ニ

当期末 前期末 当期末 前期末

当期末 前期末
ホ ヘ

⊿ＥＶＥ ⊿ＮＩＩ

▲

 金利リスクに関する定性的な開示事項

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値 

自己資本の額

52,150

0

47,345

52,150

1,935

33

1,935

2,052

47

2,052

65,533 63,213

48,774

0

44,986

48,774

（注）金利リスクの算定手法の概要等は、「金利リスクに関する定性的
な開示事項」の項目に記載しております。

イ．「リスク管理の方針及び手続きの概要」

（１）リスク管理及び計測の対象とする金利リスクの考え方及び範囲に関す
る説明
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の減少や、
将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫においては、資産価値
の増減について定期的な評価・計測を行い、適宜対応を講じる態勢とし
ております。具体的には、金利ショックを想定した場合の金利リスク（以
下IRRBB※IRRBBとは、市場リスクのうち、トレーディング取引等を除
くすべての金利感応資産・負債、オフバランス取引に係る金利リスクをい
います。）の計測を毎月行い、リスク管理委員会で協議検討しております。

（２）リスク管理及びリスク削減の方針に関する説明
　必要に応じて経営陣へ報告を行うなど、資産・負債の最適化に向けて
リスク・コントロールに努めております。

（３）金利リスク計測の頻度
　毎月末を基準日として月次でIRRBBを計測しています。

（４）ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱いを含む）
に関する説明
　金利リスク対象取引のうち市場取引に関わる取引は、ミドルオフィス
が市場リスクの管理部署として、リスクとリターンの把握やフロントオ
フィス、バックオフィスの牽制・監視をしています。市場取引の運用状況
や損益状況については、毎日、フロントオフィスが直接経営陣に報告して
おります。
　なお、金利リスクを削減する際は、有価証券の購入・売却により対応す
る方針としております。

ロ．「金利リスクの算定手法の概要」

（１）開示告示に基づく定量的開示の対象となる⊿EVE並びに銀行がこれら
に追加して自ら開示を行う金利リスクに関する以下の事項
①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
　流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.25年です。

②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
　流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は5年です。

③流動性預金への満期の割当て方法（コア預金モデル等）及びその前提
　流動性預金への満期の割当て方法については、金融庁が定める保
守的な前提を採用しています。

④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
　固定金利貸出の期限前償還及び定期預金の期限前解約については、
金融庁が定める保守的な前提を採用しています。

⑤複数の通貨の集計方法及びその前提
　当金庫ではIRRBBの算出にあたり、通貨別に算出した金利リスク
の正値を合算しています。なお、金利リスクの合算において、通貨間の
相関等は考慮していません。

　また、重要性の観点より、一部の通貨については金利改定満期に基
づくキャッシュ・フローを他の通貨に集約して、金利リスクを算出して
います。
⑥スプレッドに関する前提（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フ
ローに含めるか否か等）
　スプレッド及びその変動は考慮しておりません。

⑦内部モデルの使用等、⊿EVEに重大な影響を及ぼすその他の前提
　内部モデルは使用していません。

⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明
　余資運用で内外国債等の取得により有価証券残高が増加し、⊿EVE
は前事業年度から増加しました。
⑨計測値の解釈や重要性に関するその他の説明
　当期の重要性テスト（金利リスク（⊿EVE）／自己資本の額）の結果は、
基準値である自己資本の額の20%以内に収まっておりません。リスク
管理委員会で協議検討するとともに、経営陣へ報告を行うなど、資産・
負債の最適化に向けてリスク・コントロールに努めております。

（２）銀行が、自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、
経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象と
なる⊿EVE以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リ
スクに関する以下の事項
①金利ショックに関する説明
　⊿EVE以外の金利リスクを計測する場合の金利ショックについては、
過去の事例に基づく金利変動としています。

②金利リスク計測の前提及びその意味（特に、開示告示に基づく定量的
開示の対象となる⊿EVEと大きく異なる点）
　当金庫では、リスク資本配賦制度の一環として、金利リスクをVaR
などにより管理しており、預貸金や有価証券のVaRに基づくリスク量
に上限ガイドラインを設定しています。
　具体的には、配賦されたリスク資本の範囲内でVaR（保有期間6ヵ月、
観測期間1年、信頼水準99%）に基づく市場リスク量に対し、リスク限
度額を設定し管理することで健全性の確保に努めています。また、市
場取引については、VaRに基づく市場リスク量の管理に加え、残高に
よる運用上限枠や評価損益アラームポイントなども設定しリスクのコ
ントロールを行っています。また、当金庫では、自己資本の充実度の評
価やストレステストの実施にあたり、過去の事例に基づく金利変動に
よる影響等を定期的に検証しています。

単体自己資本充実の状況
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各種受託業務等
事務処理代行業務

会社名 所在地 資本金事業の内容

島田掛川しんきんビジネス株式会社 島田市岸町412番地 1千万円 100% 0%1987年11月6日

島田掛川しんきんリース株式会社 島田市道悦五丁目2番17号 1千万円ファイナンスリース業 45% 0%1997年4月1日

設立年月日 当金庫
議決権比率

子会社等の
議決権比率

本店営業部、島田本店営業部
のほか支店47 子会社1、子法人等1

島田掛川しんきんビジネス株式会社 島田掛川しんきんリース株式会社
　島田掛川信用金庫の業務受託を主体に事業展開をして
おります。
　売上高は、前期比540千円増加の185,055千円と当期
も安定した売上を計上することができました。
　損益の状況については、業務委託料の引下げにより税引
前当期純利益は前期比2,428千円減少の4,141千円、当期
純利益は前期比1,602千円減少の2,544千円となりました。

　島田掛川信用金庫の取引先を主体にリース事業を展開しております。
　新規契約高は、新型コロナによる納期遅延等の影響はありましたが、取引先の開拓、深耕に
注力した結果、前期比93,247千円増加の629,298千円となりました。
　損益の状況については、リース料率の引上げや再リース比率の向上、手数料収入等に注力し
た結果、収益率は大きく改善し、貸倒引当金繰入前営業利益は大幅に増加し5,793千円となり
ました。当期純利益は与信費用の増加もありましたが、前期比2,770千円増加の3,269千円と
なりました。

▲

 子会社等の状況

▲

 直近の事業年度における事業の概況

※2022年3月31日現在島田掛川信用金庫

島田掛川信用金庫グループの主要な事業の内容

　島田掛川信用金庫グループは、当金庫と子会
社1社、子法人等1社で構成され、信用金庫業務
を中心に事務処理代行業務、リース業務などの
金融サービスを提供しております。

2021年度2019年度

▲

 連結会計年度における主要な経営指標の推移

　連結会社は信用金庫業務以外に一部で事務処理代行業務、リース業務等の事業を営んでおりますが、それらの事業の全セグメントに占める割合が僅少である
ため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

▲

 事業の種類別セグメント情報

2021年度2020年度区　分
▲

 信用金庫開示債権（リスク管理債権） （単位：百万円）

連結経常収益(千円）
連結経常利益(千円）
親会社株主に帰属する当期純利益(千円）
連結純資産額(百万円）
連結総資産額(百万円）
連結自己資本比率（％）

15,574,070

3,921,930

2,705,104

54,991

1,086,858

18.92%

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危険債権
三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
小計（A）
正常債権（B）
総与信残高（A）+（B）

4,367 

15,590

349

418

20,725

333,702

354,428

12,738,668

1,798,943

1,072,802

66,418 

999,747

19.97%

2020年度
12,932,308

2,486,139

1,720,803

67,665

1,046,859

19.96%

4,438

16,356

146 

698

21,640

328,393

350,033

連結情報

（注）1． 

2． 

3．

4．

5．

6．

7．

「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ず
る債権です。
「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で、
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に該当しない債権です。
「三月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」及び「危険債権」に該当しない
貸出金です。
「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「三月以上延滞債権」に該当しない貸出金です。
「正常債権」（Ｂ）とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「三月以上延滞債権」及び「貸出条件
緩和債権」以外の債権です。
「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」及び「正常債権」が対象となる債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部
について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払
金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）です。
連結ベースの保全状況は単体ベースとの差額において重要性が乏しいため、省略しています。

※存続金庫である旧掛川信用金庫には、2017年度及び2018年度において、連結の対象となる子会社・子法人等はございません。
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2020年度

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

2020年度

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

2020年度

2020年4月  1日から
2021年3月31日まで

2020年度
2021年3月31日

2020年度
2021年3月31日

2021年度
科　目

2022年3月31日
2021年度

科　目
2022年3月31日

2021年度
科　目 2021年4月  1日から

2022年3月31日まで

2021年度
科　目 2021年4月  1日から

2022年3月31日まで

2021年度
科　目 2021年4月  1日から

2022年3月31日まで

連結剰余金計算書

連結貸借対照表

連結損益計算書

（単位：百万円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（ 資産の部 ）
現金及び預け金
コールローン
買入金銭債権
有価証券
貸出金
外国為替
その他資産
有形固定資産
　建物
　土地
　リース資産
　建設仮勘定
　その他の有形固定資産
無形固定資産
　ソフトウェア
　リース資産
　その他の無形固定資産
繰延税金資産
債務保証見返
貸倒引当金
資産の部合計

（ 負債の部 ）
預金積金
借用金
その他負債
賞与引当金
退職給付に係る負債
役員退職慰労引当金
偶発損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金
債務保証
負債の部合計

（ 純資産の部 ）
出資金
利益剰余金
処分未済持分
会員勘定合計
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等
非支配株主持分
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

172,897

－
141

547,191

351,922

19

6,955

8,859

3,091

4,447

241

357

721

126

38

28

59

1,256

1,926
△4,437

1,086,858

1,025,048

475

2,079

396

1,630

203

73

34

1,926

1,031,867

2,053

63,701
△11

65,744

△10,917
△10,917

165

54,991

1,086,858

140,520

3

176

545,818

347,387

28

6,735

8,435

3,109

4,114

242

152

817

144

49

33

61

141

2,147
△4,679

1,046,859

971,941

540

2,157

405

1,678

222

71

31

2,147

979,194

2,095

61,059
△9

63,145

4,356

4,356

162

67,665

1,046,859

経常収益
　資金運用収益
　　貸出金利息
　　預け金利息
　　コールローン利息
　　有価証券利息配当金
　　その他の受入利息
　役務取引等収益
　その他業務収益
　その他経常収益
　　貸倒引当金戻入益
　　償却債権取立益
　　その他の経常収益
経常費用
　資金調達費用
　　預金利息
　　給付補塡備金繰入額
　　借用金利息
　　その他の支払利息
　役務取引等費用
　その他業務費用
　経費
　その他経常費用
経常利益

（利益剰余金の部）
利益剰余金期首残高
利益剰余金増加高
　親会社株主に帰属する当期純利益
利益剰余金減少高
　配当金
利益剰余金期末残高

特別利益
　固定資産処分益
特別損失
　固定資産処分損
　減損損失
税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益

15,574,070

12,738,752

5,112,412

119,369

3

7,408,356

98,611

1,082,447

781,441

971,428

152,051

2,799

816,577

11,652,140

138,416

122,756

10,680

2,048

2,930

904,702

2,128,375

8,112,839

367,805

3,921,930

61,059,331

2,705,104

2,705,104

62,716

62,716

63,701,720

77

77

161,419

32,389

129,029

3,760,588

717,648

335,634

1,053,282

2,707,306

2,201

2,705,104

12,932,308

11,063,016

5,096,614

141,882

37

5,725,646

98,835

1,132,551

177,092

559,648

70,429

807

488,411

10,446,169

182,142

163,438

13,496

2,164

3,042

913,710

573,841

8,318,701

457,772

2,486,139

59,402,375

1,720,803

1,720,803

63,846

63,846

61,059,331

－
－

147,621

24,665

122,956

2,338,517

562,478

54,956

617,434

1,721,082

278

1,720,803
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１．連結の範囲に関する事項
（１）連結される子会社及び子法人等　　　　２社

会社名
島田掛川しんきんビジネス株式会社
島田掛川しんきんリース株式会社

（２）非連結の子会社及び子法人等はありません。
２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。
３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

連結される子会社及び子法人等の決算日は、すべて３月末日であります。
４．剰余金処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会計年度において確定した剰余金処分に基づいて作
成しております。

１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
２．有価証券の評価は、子会社・子法人等株式については移動平均法による原価法、そ
の他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定)、た
だし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っており
ます。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理して

おります。
また、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第

２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込
む方法により行っております。

３．当金庫の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０
年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに平成２８年４月１日
以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物　　　　　　　　　　　　７年～５０年
その他　　　　　　　　　　　２年～２０年
連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年
数に基づき、主として定率法により償却しております。

４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。
なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。

５．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」
中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却して
おります。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるもの
は当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

６．当金庫の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付
しております。

７．当金庫の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上して
おります。
　日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資
産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（令和２
年１０月８日）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権につい
ては、主として今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、３
年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づ
き損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻
懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しており
ます。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担
保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上してお
ります。
　なお、破綻先に対する担保債権については、債権額から担保評価額による回収が
可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額
しており、その金額は３３９百万円であります。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署及び審査関連部署
が資産査定を実施し、当該部署から独立した監査部署が査定結果を監査しており、
その査定結果により上記の引当を行っております。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸
倒実績率を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個
別に回収可能性を勘案し、回収見込額をそれぞれ計上しております。

８．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込
額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

９．退職給付に係る負債は、職員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の
算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については給付算定基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の
差異の費用処理方法は次のとおりであります。
　過去勤務費用　　：発生連結会計年度に費用処理
　数理計算上の差異：発生連結会計年度に費用処理
当金庫並びに連結される子会社及び子法人等は、複数事業主（信用金庫等）によ

り設立された企業年金制度（総合設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫並
びに連結される子会社及び子法人等の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計
算することができないため、当該企業年金制度への拠出額を退職給付費用として処
理しております。
なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に占める

当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の割合並びにこれらに関する補足説
明は次のとおりであります。

① 制度全体の積立状況に関する事項（令和３年３月３１日現在）
年金資産の額　　　　　　　　　　　１，７３２，９３０百万円
年金財政計算上の数理債務の額と
最低責任準備金の額との合計額　　　１，８１７，８８７百万円
差引額　　　　　　　　　　　　　　    △８４，９５７百万円

② 制度全体に占める当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の掛金拠出割合
    （自：令和３年３月１日　至：令和３年３月３１日）
島田掛川信用金庫　　　　　　　　　　  ０.７４９１％
島田掛川しんきんビジネス株式会社　　　０.０２２７％
島田掛川しんきんリース株式会社　　　　０.００２８％

③ 補足説明
上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高１７８，４６９
百万円及び別途積立金９３，５１１百万円であります。本制度における過去勤務債
務の償却方法は期間１９年０ヵ月の元利均等定率償却であり、当金庫並びに連結
される子会社及び子法人等は、当連結会計年度の財務諸表上、当該償却に充てら
れる厚生年金基金特別掛金１４１百万円を費用処理しております。
なお、特別掛金の額は、予め定められた掛金率を掛金拠出時の標準給与の額に
乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫並びに連結される子会社及
び子法人等の実際の負担割合とは一致しません。

１０．役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対す
る退職慰労金の支給見積額のうち、当連結会計年度末までに発生していると認め
られる額を計上しております。

１１．偶発損失引当金は、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担
金支払見込額を計上しております。

１２．睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻
請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額
を計上しております。

１３．当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税（以下「消
費税等」という。）の会計処理は税抜方式によっております。ただし、有形固定資産
に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用に計上しております。

１４．会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した
項目であって、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能
性があるものは、次のとおりです。

貸倒引当金　　　　４，４３７百万円
　貸倒引当金の算出方法は重要な会計方針として７.に記載しております。
　主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」であ
ります。「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」は、各債務者の
収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。
　なお、個別貸出先の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した
場合は、翌連結会計年度に係る連結財務諸表における貸倒引当金に重要な影響
を及ぼす可能性があります。

繰延税金資産　　　１，３６２百万円
　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金
額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動など
によって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が
見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結財務諸表において、繰延税金資産
の金額に重要な影響を与える可能性があります。

１５. 当金庫の理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額
        ２０百万円
１６．当金庫の理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額
        ９百万円
１７．有形固定資産の減価償却累計額        ９，７４２百万円
１８．連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務用機器等の一部については、所

有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
１９．信用金庫法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権

は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債
（その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているもので
あって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ
るものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並び
に債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸
付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに
限る。）であります。

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額　　　　４，３６７百万円
危険債権額　　　　　　　　　　　　　　　  １５，５９０百万円
要管理債権額　　　　　　　　　　　　　　　　　７６７百万円
三月以上延滞債権額　　　　　　　　　　　　　３４９百万円
貸出条件緩和債権額　　　　　　　　　　　　　４１８百万円

小計額　　　　　　　　　　　　　　　　　  ２０，７２５百万円
正常債権額　　　　　　　　　　　　　　   ３３３，７０２百万円
合計額　　　　　　　　　　　　　　　　   ３５４，４２８百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再
生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権
及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経
営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない
可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないもので
あります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以
上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権
に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利
となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権
並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、
破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出
条件緩和債権以外のものに区分される債権であります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

連結財務諸表の作成方針
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２０．手形割引は、日本公認会計士協会業種別監査委員会実務指針第２４号に基づき
金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は
（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額
は１，４６７百万円であります。

２１．国庫金等の取引の担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　有価証券　　　  　    １，３７７百万円
　預け金　　　　　　  ２，０５１百万円
　担保資産に対応する債務
　預金　　　  　　　    ４，００５百万円
　借用金　　　　　　　　４７５百万円
上記のほか、為替決済取引の担保として、預け金１３，０００百万円を差し入れ

ております。
また、その他の資産には、保証金９百万円が含まれております。

２２．出資１口当たりの純資産額        １，３４６円２９銭
２３．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当金庫グループは、預金業務、融資業務及び市場運用業務などの金融業務
を行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総
合的管理（ＡＬＭ）をしております。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
当金庫グループが保有する金融資産は、主として事業地区内のお客さまに
対する貸出金です。
また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び事
業推進目的で保有しております。
これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の
変動リスクに晒されております。
外貨建有価証券については、為替の変動リスクに晒されております。
一方、金融負債は、主としてお客さまからの預金であり、流動性リスクに晒さ

れております。また、変動金利の預金については、金利の変動リスクに晒されて
おります。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当金庫グループは、「信用リスク管理方針」に基づき、信用リスクに関する管
理諸規程を定め、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信
用情報管理、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体
制を整備し運営しております。
これらの与信管理は、各営業店のほか融資部により行われ、定期的に経
営陣によるリスク管理委員会、ＡＬＭ委員会、経営会議、常務会、理事会を開
催し、審議・報告を行っております。
有価証券の発行体の信用リスクに関しては、資金証券部において、信用情報

や時価の把握を定期的に行うことで管理しております。
② 市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理
当金庫グループは、「市場リスク管理方針」に基づき、市場リスクに関す

る管理諸規程を定め、市場リスクの特定、評価及びモニタリングの方法を
定め、明確にする体制を整備し運営しております。日常的には、金利リスク
の管理としてＶａＲにより計測を行っており、バックテスト、ストレステストを
実施することによりＶａＲの信頼性並びに当金庫グループの経営に与える
影響度合いを検証しております。これらの市場リスク管理は、リスク統括部、
資金証券部、経営企画部により行われ、又、定期的にリスク管理委員会、
ＡＬＭ委員会で協議検討し、経営陣による経営会議、常務会、理事会に
付議・報告しております。
（ⅱ）為替リスクの管理
当金庫グループは、為替の変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理

しております。
（ⅲ）価格変動リスクの管理
有価証券を含む市場運用商品の保有については、「余資運用規程」に基

づき資金証券部が行っております。
資金証券部では、市場運用商品の購入・売却等を行っており、事前審査、
投資限度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスク
の軽減を図っております。
また、これらの情報は、ＡＬＭ委員会、リスク管理委員会、経営会議、常
務会、理事会において定期的に報告されております。
（ⅳ）市場リスクに係る定量的情報
当金庫グループでは、「預け金」、「有価証券」、「貸出金」、「預金積金」、「職
員預り金」の市場リスク量をＶａＲにより月次で計測し、取得したリスク量
がリスク限度額の範囲内となるよう管理しております。
当金庫グループのＶａＲは分散共分散法（保有期間１２０日、信頼区間

９９％、観測期間２４０営業日）により算出しており、令和４年３月３１日
（当連結会計年度の決算日）現在で当金庫グループの市場リスク量（損失
額の推計値）は、全体で２４，３２６百万円です。
なお、当金庫グループでは「有価証券」について、モデルが算出するＶａＲ

と実際の損益を比較するバックテストを実施し、その精度を評価しており
ます。使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉している
ものと考えています。ただし、ＶａＲは過去の相場変動をベースに統計的に
算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では予測
できないほど市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場
合があります。そのためにＶａＲの限界を補完するため客観性、柔軟性を用
いたストレステストを行い、観測期間に捉えきれなかったストレス事象の発
生に備えております。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫グループは、「流動性リスク管理方針」に基づき、流動性リスクに関

する管理諸規程を定め、流動性リスクを管理する体制を整備し運営しており
ます。これらの流動性リスクは、リスク統括部、資金証券部、事務部により管理
が行われ、又、定期的にリスク管理委員会にて、協議検討し、必要に応じて経
営陣による経営会議、常務会、理事会に報告しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
なお、金融商品のうち貸出金、預け金及び預金積金については、簡便な計算
により算出した時価に代わる金額を含めて開示しております。

２４．金融商品の時価等に関する事項
令和４年３月３１日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額は、次のとおりであります（時価等の評価技法（算定方法）については（注１）
参照）。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めており
ません（（注２）参照）。
また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております
 

（＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時
価に代わる金額」を記載しております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（注１）金融商品の時価等の算定方法
金融資産
（１）預け金

満期のない預け金及び無利息預け金については、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存
期間に基づく区分ごとに、連結決算日における市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰ
レート)で割り引いた現在価値を時価に代わる金額として記載しております。

（２）有価証券
株式及び上場投資信託は取引所の価格、債券は取引金融機関から提示された価
格によっております。投資信託は、取引所の価格又は公表されている基準価額に
よっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については２５から２６に記載

しております。
（３）貸出金

貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び
個別貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額
として記載しております。
① 破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの
見積りが困難な債権については、連結貸借対照表中の貸出金勘定に計上してい
る額（貸倒引当金控除前の額、以下｢貸出金計上額｣という）

② ①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③ ①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰレート）で割り引いた金額

金融負債
（１）預金積金

要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金、積立定期及び定期積金の時価は、一定の期
間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その
算出結果を時価に代わる金額として記載しております。その割引率は、連結決算日
における市場金利（ＴＩＢＯＲ、金利ＳＷＡＰレート）の利率を用いております。

（２）借用金
借用金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り

引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記載しており
ます。その割引率は、市場金利（ＴＩＢＯＲ、ＳＷＡＰレート）を用いております。

（注２）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおり
であり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（＊１）非上場株式及び信金中央金庫出資金については、企業会計基準適用指針第
19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（令和2年3月31日）第5項
に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）組合出資金については、企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会
計基準の適用指針」（令和元年7月4日）第27項に基づき、時価開示の対象とはし
ておりません。

連結財務諸表

（1）預け金（＊1）
（2）有価証券
　　その他有価証券
（3）貸出金（＊1）
　　貸倒引当金（＊2）

　　金融資産計
（1）預金積金（＊1）
（2）借用金（＊1）
　　金融負債計

１６１，７３３

５４７，０５８
３５１，９２２
△４，３４０
３４７，５８１

１，０５６，３７４
１，０２５，０４８

４７５
１，０２５，５２３

１６１，８４５

５４７，０５８

３５４，３６５
１，０６３，２６９
１，０２５，２２４

４７６
１，０２５，７００

１１１

－

　　　
６，７８３
６，８９５
１７６
１

１７７

連結貸借対照表
計上額

時　価 差　額

（単位：百万円）

（単位：百万円）

区　分
非上場株式（＊１）
信金中央金庫出資金（＊１）
組合出資金（＊２）
合 計

連結貸借対照表計上額
５９

３，９４０
７３

４，０７３
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連結損益計算書の注記

１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．出資１口当たり親会社株主に帰属する当期純利益金額             　　  ６５円４０銭
３．当金庫グループは、地区内の営業用店舗１件の土地建物等について、減損損失を特
別損失（１２９，０２９千円）として計上しております。
これらの営業用店舗等は、収益性の低下、不動産価格の下落及び使用目的の変化
等により、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損
損失としております。この減損損失のうち、土地に係るものは９，６０７千円、事業用建
物に係るものは１０４，０２５千円、その他の有形固定資産に係るものは１５，３９７
千円であります。

　　なお、営業用店舗等については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから
営業店単位（ただし、連携して営業を行っている場合は１グループ）で、遊休資産につ
いては各資産単位でグルーピングしております。
また、本部、事務センター、厚生施設等については独立したキャッシュ・フローを生
み出さないことから共用資産としております。
当資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しているもの及び使
用価値により測定しているものがあります。正味売却価額により測定しているものに
ついては、固定資産税評価額等に基づき算出した時価額から処分費用等を控除した
金額に基づいております。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

（＊）預け金のうち、満期のないもの及び、貸出金のうち、延滞貸出金、当座貸越等、償還
予定額が見込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

預金積金のうち要求払預金は、「１年以内」に含めております。
２５．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これら

には、｢国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「投資信託」、「外国証券」、「その他の
証券」が含まれております。以下、２６まで同様であります。

その他有価証券

（注）連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末における市場価格等に基づく時価に
より計上したものであります。

２６．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

２７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実
行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一
定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係
る融資未実行残高は、１３９，０８９百万円であります。このうち残存期間が１年以
内のものは、２６，６４３百万円であります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資
未実行残高そのものが必ずしも当金庫並びに連結される子会社及び子法人等の
将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多
くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当金庫
が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる
旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価
証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている金庫内手続に
基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等
を講じております。

２８．当連結会計年度末の退職給付債務等は、以下のとおりであります。
退職給付債務
年金資産（時価）
未積立退職給付債務
未認識数理計算上の差異
未認識過去勤務費用（債務の減額）
連結貸借対照表上額の純額
　　　退職給付に係る負債

２９．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下の
とおりであります。
繰延税金資産
　貸倒引当金
　退職給付引当金　
　減損損失
　減価償却超過額
　賞与引当金
　その他有価証券評価差額金
　その他
　小 計
　評価性引当額 
繰延税金資産合計

繰延税金負債
　その他有価証券評価差額金　　　 
　その他
繰延税金負債合計
　繰延税金資産の純額

３０．会計方針の変更
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第３０号 令和元年７月４日。以
下「時価算定会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定
会計基準第１９項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第１０号 令和
元年７月４日）第４４-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連
結財務諸表に与える影響はありません。

３１．表示方法の変更
　信用金庫法施行規則の一部改正（令和２年１月２４日内閣府令第３号）が令和
４年３月３１日から施行されたことに伴い、信用金庫法の「リスク管理債権」の区分
等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分
等に合わせて表示しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額

取得原価種　類 差　額

連結貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

連結貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

合 計

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小 計
株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
　その他の証券
小 計

３，１７８
１５４，２７０
６９，７４７
２９，１６７
５５，３５５
６１，２９６
２６，０４０
３５，１９２

６４
２１８，７４６

５１１
７２，３５４
４４，０８９
１１，２２２
１７，０４２
２５５，４４６
１４６，０５０
１０９，３９５

－
３２８，３１２
５４７，０５８

１，９８７
１５１，７１０
６８，０１９
２８，８６４
５４，８２７
５６，９７２
２３，５７６
３３，３８０

１５
２１０，６７１

５６３
７３，８７４
４５，４２７
１１，２９２
１７，１５４
２７２，７６３
１６０，５８０
１１２，１８２

－
３４７，２００
５５７，８７１

１，１９１
２，５５９
１，７２８
３０３
５２７

４，３２４
２，４６３
１，８１１
４８

８，０７５
△５１

△１，５１９
△１，３３８
△６９
△１１１

△１７，３１６
△１４，５２９
△２，７８７

－
△１８，８８８
△１０，８１２

△１，６３０百万円
－　　　
－　　　
－　　　
－　　　

△１，６３０百万円
△１，６３０百万円

（単位：百万円）

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

預け金（＊）　　　　　　
有価証券
　その他有価証券の
　うち満期があるもの
貸出金（＊）
合 計

　　　２，０００

２７，８２０

７４，４１８
１０４，２３８

　　　－

９１，４６８

７２，６８２
１６４，１５０

５７，５００

６０，２７０

１０３，６４１
２２１，４１１

３２，７５１

４７，６４５

６３，９８４
１４４，３８０

（単位：百万円）

預金積金
借用金
合 計

９２７，１０１
６５

９２７，１６６

1年以内 1年超
5年以内

5年超
10年以内

10年超

８７，３０２
２６０

８７，５６２

２１
７５
９６

１０，６２４
７５

１０，６９９

（単位：百万円）

５７
２２，３５１
２２，３５１

－
－

４４，５４７
３４，１３２
１０，４１５
６６，９５６

４２
２８３
２８３
－
－

８５１
４３６
４１５

１，１７８

－
３２７
３２７
－
－

１，７９４
１，７９４

－
２，１２２

株式
債券
　国債
　地方債
　社債
その他
　投資信託
　外国証券
合 計

売却額 売却損の合計額売却益の合計額

８５９百万円
４４５百万円
１４５百万円
１５６百万円
１０８百万円

３，０５９百万円
 ３１３百万円

 ５，０８７百万円
    △３，７２３百万円
１，３６２百万円

 １０４百万円
１百万円

１０６百万円
 １，２５６百万円
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2020年度 2021年度項     目

連結自己資本充実の状況

連結自己資本比率

自己資本

リスク・アセット等（３）

コア資本に係る基礎項目（１）

コア資本に係る調整項目（２）

（単位：百万円）

連結自己資本の構成1

連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

自己資本の額（（イ）－（ロ））（ハ）

　2020年度末、2021年度末の連結自己資本は主にコア資本に係る基礎項目とコア資本に係る調整項目で構成されています。

普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価･換算差額等
うち、為替換算調整勘定
うち、退職給付に係るものの額

コア資本に係る調整後非支配株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額　　
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額（イ）

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額   
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額　　
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額（ロ）

信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー 
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額（ニ）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
なお、当金庫グループは国内基準により連結自己資本比率を算出しております。

324,341
△2,086
△2,086

－
23,089

－
－

347,430

65,747

126

－
126

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

126

65,681
2,053

63,701
62

△11
－
－
－
－

192
192

－
－
－
－
－

65,873

144

－
144

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

144

63,081
2,095

61,059
63
△9
－
－
－
－

486
486

－
－
－
－
－

63,568

18.92%

296,443
△2,086
△2,086

－
21,161

－
－

317,605

63,423

19.96%
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リスク・アセット 所要自己資本額
2020年度

リスク・アセット 所要自己資本額
2021年度

（単位：百万円）

連結自己資本の充実に関する事項2

イ．信用リスクアセット・所要自己資本の額の合計
① 標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
3月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他外部TLAC関連調達
手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に算入されなかった
部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係るその他
外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC関連
調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

② 証券化エクスポージャー
証券化　　STC要件適用分
　　　　　非STC要件適用分 
再証券化

③ リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
　　　　　ルック・スルー方式
　　　　　マンデート方式
　　　　　蓋然性方式（250％）
　　　　　蓋然性方式（400％）
　　　　　フォールバック方式（1250％）

④ 経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤ 他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置によりリスク・アセットの
額に算入されなかったものの額

⑥ CVAリスク相当額を8％で除して得た額
⑦ 中央清算機関関連エクスポージャー

ロ．オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
ハ．連結総所要自己資本額（イ＋ロ）

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

所要自己資本の額＝リスク・アセット×4%
「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
「3月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人
等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。     
当金庫グループは、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しています。

＜オペレーショナル・リスク相当額（基礎的手法）の算定方法＞

連結総所要自己資本額＝連結自己資本比率の分母の額×4％

（注）1． 
2． 
3．

4．

5．

12,973
9,739

－
－
－
－
－
－
－
22
57

－
1,015
3,194
2,809

621
818

42
1

102

－
223
223

－
831

139

158

136

－

－

398

－
－
－
－

3,249
3,249

－
－
－
－
－

△83

67
1

923
13,897

324,341
243,476

－
－
－
－
－
－
－

550
1,443

－
25,390
79,852
70,225
15,526
20,464

1,057
37

2,565

－
5,577
5,577

－
20,784

3,477

3,951

3,404

－

－

9,951

－
－
－
－

81,240
81,240

－
－
－
－
－

△2,086

1,680
30

23,089
347,430

11,857
9,445

－
－
－
－
－
－
－
26
64

0
892

3,169
2,780

692
714

32
1

98

－
117
117

－
853

139

158

169

－

－

386

－
－
－
－

2,439
2,439

－
－
－
－
－

△83

56
0

846
12,704

296,443
236,136

－
－
－
－
－
－
－

670
1,622

2
22,302
79,237
69,515
17,318
17,868

811
40

2,469

－
2,945
2,945

－
21,331

3,477

3,951

4,243

－

－

9,658

－
－
－
－

60,982
60,982

－
－
－
－
－

△2,086

1,407
3

21,161
317,605
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2020年度 2021年度2020年度 2021年度2020年度2020年度 2021年度2021年度2020年度 2021年度

地域区分
業種区分
期間区分

エクスポージャー
区分 3月以上延滞

エクスポージャー債　券 デリバティブ取引

信用リスクエクスポージャー期末残高

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外の

オフ・バランス取引

　当金庫グループの信用リスクの管理方針及び手続きにつきましては、単体に準じます。

（単位：百万円）
（1） 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高 〈地域別・業種別・残存期間別〉

信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）3

国内
国外
地域別合計

製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業・砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究･専門･技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業・娯楽業
教育･学習支援業
医療･福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
その他
業種別合計

1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの
残存期間別合計

（注）1． 
2． 
3．
4．
5．

オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
「3月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。
CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－

751,178

23,829

775,007

76,960

816

1,108

1,475

40,024

8,664

1,701

13,106

30,516

114,629

37,197

1,446

2,427

2,025

5,524

10,999

1,825

9,645

10,913

270,301

113,039

20,655

775,007

124,096

166,518

50,732

42,803

94,813

234,832

61,211

775,007

350,055

0

350,055

65,659

816

1,108

1,475

39,523

1,366

177

7,909

26,309

1,768

34,296

441

2,427

2,025

5,524

10,985

1,825

9,645

10,057

13,625

113,039

46

350,055

61,285

32,624

23,419

23,028

70,303

138,562

830

350,055

242,020

23,699

265,719

10,085

－
－
－

500

7,196

1,000

5,082

4,099

5,829

2,796

－
－
－
－
－
－
－

700

228,252

－
176

265,719

32,208

67,644

27,312

19,775

22,509

96,270

－
265,719

772,127

14,234

786,362

77,504

646

1,006

1,642

41,382

8,895

1,791

12,208

29,923

129,067

38,671

1,292

2,678

2,012

5,752

11,160

1,812

7,704

11,560

265,044

112,739

21,866

786,362

138,761

139,577

43,168

48,807

82,607

234,112

99,327

786,362

354,402

0

354,402

66,190

646

1,006

1,642

40,881

1,496

178

8,413

25,867

1,613

35,776

329

2,678

2,012

5,752

11,146

1,812

7,704

10,310

16,103

112,739

97

354,402

57,035

34,116

23,494

26,000

70,750

142,212

791

354,402

225,727

14,141

239,868

9,885

－
－
－

500

7,297

1,000

3,682

3,899

5,221

2,796

－
－
－
－
－
－
－

1,100

204,342

－
141

239,868

47,669

47,961

19,673

20,806

11,857

91,900

－
239,868

－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

 

－
－
－
－
－
－
－
－

2,487

－
2,487

215

0

－
－

849

27

－
6

78

－
500

－
－

178

201

6

－
－
22

－
325

73

2,487

1,956

－
1,956

102

0

－
－

987

47

－
－
8

－
56

－
－

296

193

0

－
36

8

－
106

110

1,956
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2021年度2020年度

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

2021年度2020年度

2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2020年度

（2）一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高
（単位：千円）

期末残高

（3） 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（4） リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等
（単位：百万円）

告示で定める
リスク･ウェイト区分

エクスポージャーの額

2021年度2021年度

目的使用額 期末残高 当期増減額期首残高
貸出金償却

個別貸倒引当金
（単位：百万円）

786,362

383

－
128,127

－
69,871

－
3,552

－
－
－
－

294,563

63,983

300

44,965

2,198

64,395

112,029

629

1,361

－
－

775,007

383

－
114,967

－
62,290

－
6,496

－
100

－
－

268,413

92,525

1,288

49,938

2,156

66,084

108,256

408

1,697

－
－

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1250%
その他 
合計

（注）1． 
2． 

3．

格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェ
イトに区分しています。
エクスポージャーの種類ごとの判定に使用する適格格付機関
は以下のとおりです。
国内債券…
  
外国債券…

投資信託…

192,421

4,245,543

4,437,965

486,397

4,192,939

4,679,336

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
合計

（注）当金庫グループは、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。

製造業
農業・林業
漁業
鉱業・採石業・砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業・郵便業
卸売業・小売業
金融業・保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究･専門･技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業・娯楽業
教育･学習支援業
医療･福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個人
合計

0

－
－
－
0

－
－
－
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－

1,747

1

0

－
694

－
－
7

263

－
533

－
8

274

214

92

2

47

86

－
271

4,245

－
－
－
－
81

－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
1

3

－
3

89

1,868

8

0

－
787

－
0

1

84

－
439

－
9

272

208

93

0

92

49

－
276

4,192

△120
△6
△0

－
△93

－
△0

5

179

－
93

－
△0

2

6

△1

1

△45

36

－
△5

52

1,868

8

0

－
787

－
0

1

84

－
439

－
9

272

208

93

0

92

49

－
276

4,192

748

－
－
－
16

－
－
－
5

－
－
－
－

278

－
－
－
－
－
－
1

1,050

2,497

12

0

－
874

－
0

1

125

－
518

－
12

546

205

104

27

115

60

－
268

5,371

△629
△3

0

－
△87

－
△0

0

△40

－
△78

－
△3

△274

2

△10
△27
△23
△11

－
8

△1,178

株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR） 
株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベ
スターズ・サービス・インク（Moody's）、S&Pグ
ローバル・レーティング 
株式会社格付投資情報センター（R&I）、株式会
社日本格付研究所（JCR）、ムーディーズ・インベ
スターズ・サービス・インク（Moody's）、S&Pグ
ローバル・レーティング、フィッチ・レーティング
ス（Fitch）のうち運用会社が使用する機関
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2020年度 2021年度 2020年度 2021年度 2020年度 2021年度

信用リスク削減手法に関する事項4

証券化エクスポージャーに関する事項6

（1） 保有する証券化エクスポージャーの額及び
　　主な原資産の種類別の内訳

［該当ありません］

［該当ありません］

［該当ありません］

（2） 保有する証券化エクスポージャーの適切な数の
　　リスク・ウェイトの区分ごとの残高及び
　　所要自己資本の額等

① 連結グループがオリジネーターの取引は行っておりません。
② 連結グループが投資家の場合

（単位：百万円）

適格金融資産担保 保　証 クレジット・デリバティブ信用リスク削減手法

ポートフォリオ

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項5

　当金庫グループの証券化エクスポージャーに関する管理方針及び手続きの概要につきましては、単体に準じます。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー －9,663 69,6629,246 71,133 －

連結自己資本充実の状況
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連結貸借対照表計上額 時　価

2020年度 2021年度

連結貸借対照表計上額 時　価

2020年度 2021年度

2020年度 2021年度

2020年度 2021年度

2020年度 2021年度

出資等エクスポージャーに関する事項8

（1） 連結貸借対照表計上額及び時価
（単位：百万円）

（4） 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

評価損益

（単位：百万円）

（2） 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

売却益
売却損
償却

（単位：百万円）

（3） 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

評価損益

（単位：百万円）

（単位：百万円）

－

区　分

オペレーショナル・リスクに関する事項7

金利リスクに関する事項10

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項9

　出資等エクスポージャーに関するリスク管理方針及び手続きの概要につきましては、17ページの信用リスク管理及び市場リスク管
理の欄をご覧ください。

上場株式等
非上場株式等
合計

（1）当金庫グループのオペレーショナル・リスクの管理方針及び手続きの概要につきましては、単体に準じます。
（2）当金庫グループのオペレーショナル・リスク相当額算出につきましては、基礎的手法を採用しております。

　連結子会社等の金利リスクに関する当金庫への影響は、連結子会社等の資産規模等より軽微なため、連結ベースの金利リスクの算
出は行っておりません。
　なお、単体の金利リスク量は本誌47ページ「10．金利リスクに関する事項」をご参照ください。

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（250％）を適用するエクスポージャー
蓋然性方式（400％）を適用するエクスポージャー
フォールバック方式（1250％）を適用するエクスポージャー

120

－
－

1,146

60,982

－
－
－
－

42

－
－

1,188

－

81,240

－
－
－
－

3,754

－
3,754

3,754

4,167

7,922

3,369

－
3,369

3,369

4,204

7,574
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報酬体系について

（3） その他

（1） 報酬体系の概要

基本報酬及び賞与 退職慰労金

（2） 2021年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

対象役員1

対象職員等2

271

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執
行の対価として支払う「基本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時に支払う「退職慰労金」で構
成されております。

　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の
役職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与
える者をいいます。
　なお、2021年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。

　「信用金庫法施行規則第132条第1項第6号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要
な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成24年3月29日付金融庁告示第22号）第3条第1項第3号及び第5号並
びに第2項第3号及び第５号に該当する事項はありませんでした。

（単位：百万円）

対象役員に対する報酬等

支払総額区　分 （注） 対象役員に該当する理事は16名、監事は2名です。
左記の内訳は、「基本報酬」192百万円、「賞与」20百万円、「退職慰労金」58百万円と
なっております。
　なお、使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めており、また、「賞与」は職員の
給与規程に基づき支払った金額です。

1． 
2． 

（注）1． 
2． 

3． 
4． 

対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の連結総資産に対して2％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、2021年度においては、該当する会社は
ありませんでした。
「同等額」は 、2021年度に対象役員に支払った報酬等の平均額としております。
2021年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者はいませんでした。

　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、
総代会において、理事全員及び監事全員それぞれの支払総額
の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任
年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績等をそれ
ぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定しております。また、
各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、監事の協議
により決定しております。
　ただし、使用人兼務役員の使用人部分の報酬は、職員の給与
規程に基づき支給しております。

　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計
上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っております。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払い
に関して、主として次の事項を規程で定めております。
　　決定方法
　　支払手段
　　決定時期と支払時期

報酬体系について
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開示項目一覧

単体〈信用金庫法施行規則第132条等における規定〉

1.金庫の概況及び組織に関する事項
イ.事業の組織
ロ.理事及び監事の氏名及び役職名
ハ.事務所の名称及び所在地
2.金庫の主要な事業の内容
3.金庫の主要な事業に関する事項
イ.直近の事業年度における事業の概況
ロ.直近の5事業年度における主要な事業の状況
（ 1 ）経常収益
（ 2 ）経常利益または経常損失
（ 3 ）当期純利益または当期純損失
（ 4 ）出資総額及び出資総口数
（ 5 ）会員数
（ 6 ）純資産額
（ 7 ）総資産額
（ 8 ）預金積金残高
（ 9 ）貸出金残高
（10）有価証券残高
（11）単体自己資本比率
（12）出資に対する配当金
（13）役員数
（14）職員数
ハ.直近の2事業年度における事業の状況を示す指標
（ 1 ）主要な業務の状況を示す指標

①業務粗利益及び業務粗利益率
②資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支
③資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、利息、
　利回り及び資金利鞘
④受取利息及び支払利息の増減
⑤総資産経常利益率
⑥総資産当期純利益率

（ 2 ）預金に関する指標 
①流動性預金、定期性預金、
　譲渡性預金その他の預金の平均残高
②固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
　その他の区分ごとの定期預金の残高

（ 3 ）貸出金等に関する指標      
①手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の
　平均残高
②固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の残高
③担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額
④使途別の貸出金残高
⑤業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合
⑥預貸率の期末値及び期中平均値

（ 4 ）有価証券に関する指標  
①商品有価証券の種類別の平均残高
②有価証券の種類別の残存期間別の残高
③有価証券の種類別の平均残高
④預証率の期末値及び期中平均値

4.金庫の事業の運営に関する事項
イ.リスク管理の態勢
ロ.法令遵守の態勢
ハ.中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
ニ.金融ADR制度への対応

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………………　　

………………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

……………

……………………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………

…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………

…………………

……………………………………………………………………

……………

………………………………………………

……………………………………………

……………………………………

……………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………

……………………………………………………………………………

…………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………

…………………………………………………………………………………………

……………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………

…………

……………………………………………………………………

27
27

61・62
29

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

35
35

35
36
36
36

37

37

38
38
38
38
38
36

39
39
39
36

17
15
11
16

5.金庫の直近の2事業年度における財産の状況
イ.貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書
ロ.貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
（ 1 ）破綻先債権に該当する貸出金
（ 2 ）延滞債権に該当する貸出金
（ 3 ）三月以上延滞債権に該当する貸出金
（ 4 ）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ.自己資本の充実状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ.次に掲げるものに関する取得価額または契約価額、
 　時価及び評価損益
（ 1 ）有価証券
（ 2 ）金銭の信託
（ 3 ）デリバティブ取引
　　（信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引）

ホ.貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
ヘ.貸出金償却の額
ト.金庫が貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書に
　 ついて会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
6.報酬等に関する事項

連結〈信用金庫法施行規則第133条等における規定〉

1.金庫及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
イ.金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
ロ.金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
（ 1 ）名称
（ 2 ）主たる営業所または事務所の所在地
（ 3 ）資本金または出資金
（ 4 ）事業の内容
（ 5 ）設立年月日
（ 6 ）金庫が所有する子会社等の議決権の総株主または
　    総出資者の議決権に占める割合
（ 7 ）金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の
       子会社等の議決権の総株主、総社員または総出資者の
  　  議決権に占める割合

2.金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項
イ.直近の事業年度における事業の概況
ロ.直近の連結会計年度における主要な事業の状況を示す指標
（ 1 ）経常収益
（ 2 ）経常利益または経常損失
（ 3 ）当期純利益または当期純損失
（ 4 ）純資産額
（ 5 ）総資産額
（ 6 ）連結自己資本比率

3.金庫及びその子会社等の直近の2連結会計年度における
　財産の状況に関する事項    
イ.連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
ロ.貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額  
（ 1 ）破綻先債権に該当する貸出金
（ 2 ）延滞債権に該当する貸出金
（ 3 ）三月以上延滞債権に該当する貸出金
（ 4 ）貸出条件緩和債権に該当する貸出金
ハ.自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
ニ.金庫及びその子法人等が2以上の異なる種類の事業を
　営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い､当該区分に　
　属する経常収益の額、経常利益または経常損失の額及び
　資産の額として算出したもの
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4
4
4
4
41

39
40

40
36
36

31
59

48

48
48
48
48
48

48

48

48

48
48
48
48
48
48

49

48
48
48
48
53

48

　このディスクロージャー資料は、信用金庫法第89条（銀行法第21条準用）に基づいて作成されておりますが、その基準における各項
目は以下のページに掲載しています。

索　引
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　当金庫は顧客サービスの向上・営業力の強化を目的として、店舗網の再構築を実施します。

島田市

菊川市

　一部の店舗において、11：30～12：30窓口業務を休業する「昼休業」を導入しております。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

貸金庫 所在地 電 話

掛川市

サテライト 昼休業

　母店と子店の関係となり営業して
いる店舗について、統廃合を行います。

1. サテライト店舗の統廃合予定

　島田市、藤枝市において新店舗の出店を予
定しております。
　まずは店舗内店舗として営業を開始します。

2. 新店舗の出店

　店舗の建物は変わることなく母店と子店の
関係となり営業します。子店の機能を個人のお
客さまの預金取引等に特化し営業しております。

3. 機能特化店舗化（サテライト店）
▲

 実施状況

駅南支店（掛川市）

掛川駅前支店

袋井南支店

島田西支店

大東北支店（掛川市）

榛原東支店（牧之原市）

サテライト店（子店） 母 店

本店営業部

連雀支店

袋井支店

島田本店営業部

大東支店

榛原支店

店舗計画

郵便番号店舗名

0547-35-6511
0547-37-4121
0547-37-2185
0547-38-1001
0547-35-2811
0547-34-5211
0547-37-2211
0547-45-2161
0547-45-5291
0547-53-2121

島田市本通三丁目２－１
島田市稲荷三丁目２０－４３
島田市本通七丁目８３８８－１
島田市阪本１３２５－２
島田市道悦五丁目２－５
島田市元島田２４４－４
島田市宮川町２４７１－１
島田市金谷栄町３４７－１００
島田市島８９６－２
島田市川根町家山４３４－５

●

●

●

●

●

★ ■

■

427-0022
427-0038
427-0022
427-0111
427-0019
427-0057
427-0044
428-0017
428-0007
428-0104

島田本店営業部
向谷支店
七丁目支店
初倉支店
六合支店
島田北支店
島田西支店
金谷支店
五和支店
家山支店

0537-35-3161
0537-36-5111
0537-73-2331

菊川市堀之内１４８４
菊川市本所１４４４
菊川市下平川１６０９－２

●

●

●

439-0006
439-0018
437-1514

菊川支店
菊川南支店
小笠支店

0537-22-6111
0537-22-3911
0537-22-3251
0537-24-4151
0537-24-6211
0537-24-7711
0537-22-1311
0537-24-4115
0537-72-2481
0537-74-4811
0537-48-2611

掛川市亀の甲二丁目２０３
掛川市連雀３－１１
掛川市下俣２００－１
掛川市金城６７
掛川市柳町３
掛川市富部９５０－１
掛川市亀の甲二丁目１－１
掛川市駅前２－４
掛川市大坂１６２０
掛川市高瀬９５－１
掛川市横須賀１４６０－１

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

★
★

★

■

■

■

436-0028
436-0093
436-0025
436-0073
436-0052
436-0224
436-0028
436-0077
437-1421
437-1401
437-1301

本店営業部
連雀支店
下俣支店
掛川東支店
城北支店
桜木支店
駅南支店
掛川駅前支店
大東支店
大東北支店
大須賀支店

金融機関コード 1513　● 貸金庫設置店舗　★ サテライト店舗　■ 昼休業実施店舗

店舗のご案内

店舗網の再構築

店舗のご案内

2022年
10月 予定

六合東支店

島田市東町

六合支店内

2023年3月

2023年
1月 予定

大洲支店

藤枝市大洲
（現藤枝南支店）

藤枝南支店内

―

2022年7月1日現在

2022年
9月 予定

相良支店

相良北支店

2022年
11月 予定

榛原支店

細江支店

実施時期

統 合 店

廃 店

実施時期

店 舗 名

出店場所

店舗内店舗

新築移転、
オープン予定日
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Shimada Kakegawa Shinkin Bank 2022

愛知県

焼津市

島田市

菊川市

JR名古屋セントラルタワーズ

JR名古屋セントラルタワーズスカイシャトル

中部国際空港

●

●

●

●

●

●

掛川市役所

中東遠総合医療センター

JR掛川駅

大東ショッピングプラザ  ピア

カインズ掛川店

スーパーサンゼン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

田子重西焼津店

田子重登呂田店

マックスバリュグランリバー大井川店

●

●

●

●

●

●菊川市役所

菊川市立総合病院

日祝日稼働土曜日稼働

掛川市

日祝日稼働土曜日稼働

島田市役所

島田市立総合医療センター

アピタ島田

バロー井口店

食鮮館タイヨー元島田店

食鮮館タイヨー稲荷店

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

袋井市

静岡市

焼津市

藤枝市

御前崎市

牧之原市

貸金庫 所在地 電 話

磐田市

郵便番号サテライト 昼休業 店舗名

●

●

●

0548-22-1155
0548-23-0330
0548-22-7211
0548-52-1322
0548-27-2244
0548-52-4911

牧之原市静波２０７－１
牧之原市細江１１３１－５
牧之原市細江４４０５－１
牧之原市波津７０３－１
牧之原市東萩間２７７５
牧之原市大沢一丁目２

421-0422
421-0421
421-0421
421-0523
421-0501
421-0526

★
★

★

■

■

■

■

榛原支店
榛原東支店
細江支店
相良支店
牧の原支店
相良北支店

御前崎市御前崎１１１－３
御前崎市池新田３９４５－１

0548-63-3371
0537-86-2390

●

●

437-1621
437-1612

御前崎支店
浜岡支店

054-641-5351
054-643-4131
054-635-2111

藤枝市駅前二丁目１１－９
藤枝市本町四丁目２－３
藤枝市大洲二丁目２０－３３

●

●

426-0034
426-0018
426-0051

藤枝支店
藤枝東支店
藤枝南支店

054-627-2711
054-628-5300
054-622-0515

焼津市中港一丁目４－１７
焼津市柳新屋８４２
焼津市下江留２１７－３

●

●

425-0021
425-0074
421-0218

■ 焼津支店
西焼津支店
大井川支店

054-251-0401
054-283-3151
054-246-4611
054-364-8711

静岡市葵区弥勒一丁目３－１２
静岡市駿河区豊田三丁目４－１
静岡市葵区上足洗二丁目１－１
静岡市清水区永楽町１１－１６

●

420-0053
422-8027
420-0841
424-0043

静岡支店
豊田支店
西千代田支店
清水支店

437-0015
437-0036
437-1101

0538-42-0111
0538-43-3811
0538-23-7211

袋井市旭町二丁目４－２８
袋井市小川町１４－４
袋井市浅羽１５２－１

●

●

●

★ ■

袋井支店
袋井南支店
浅羽支店

0538-37-0111磐田市今之浦二丁目１０－１１● 438-0071磐田支店

藤枝市 藤枝市役所

藤枝市立総合病院

アスティ藤枝

富士屋高洲店

●

●

●

●

●

御前崎市役所

イオンタウン浜岡● ●

榛原総合病院

富士山静岡空港● ●

千頭（旧千頭支店）●榛原郡

牧之原市

御前崎市

袋井市 遠鉄ストア浅羽店● ●

廃店一覧

令和3年10月 

令和4年2月 

令和4年5月 

令和4年6月 

エスポット藤枝店

フードマーケットマム小笠店

牧之原市役所相良庁舎

イオンタウン大須賀

店舗外ATMのご案内 2022年7月1日現在

榛原郡 0548-32-1231
0548-32-0800
0547-56-1131

吉田支店
神戸支店
川根支店

●

421-0301
421-0304
428-0313

榛原郡吉田町住吉１７３５－１
榛原郡吉田町神戸５２６－２
榛原郡川根本町上長尾８２４－１
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